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議 事 の 経 過 

          令和８年３月２日 

（午前10時00分） 

開 会 宣 言 

◯議長（西沢哲朗） ただ今の時刻は午前10時であります。 

    出席議員は９人であります｡定足数に達しておりますので､直ちに本日の会議を開

きます｡なお、坂井 正議員から欠席の届けが出されております。また、中島係長

から公務のため遅れて出席する旨の届けが出されておりますので報告いたします。  

 

議事日程の報告 

◯議長（西沢哲朗） 本日の議事日程はお手元に配布のとおりであります。 

 

日程１ 一般質問 

◯議長（西沢哲朗） 日程１一般質問であります。既に４名の一般質問が終結しておりま

す。引き続き、通告順に質問を許します。８番 大久保利廣議員の一般質問を許し

ます。８番 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） それでは、通告に基づいて質問をさせていただきます。最初

に、農林業振興について５点ほどについてお伺いをいたします。１点目について

は、雑穀の振興、特にソバについてお伺いをしたいと思います。現在、村では、基

幹作物でもあった雑穀を振興作物の１つとして、増産に向けて様々な施策を講じな

がら栽培の推進を図っており、農林公社による作業受託や、それから大豆、赤モロ

コシの種子の無償配布等、取り組みの結果、大豆については面積、収量とも大幅に

増えており、評価をしているところでございますが、ソバについては、現状、単収

も少ない、採算が合わず、作付面積、収量とも減少傾向であり、村内事業者の需要

にも現在答えられていない状況でございます。また、令和８年度よりは、公社の播

種、刈り取り作業料金も 1.5 倍ほど値上げとなり、さらに減少することが懸念をさ

れます。公社でも、多収品種を調査研究中でもありますが、多収品種が定着をし、

採算が可能状況になるまで、種子の提供あるいは補助単価のアップなどの対策を講

じて作付面積あるいは収穫量の確保を図ってはいかがか、お考えをお伺いします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 一般質問２日目となりますけれども、どうぞよろしくお願いをいた

します。大久保議員からは、農業振興、雑穀の振興についてのお尋ねでございま
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す。少し若干ここ２、３年の経過ということで申し上げたいと思いますけれども、

農業振興の中でも雑穀の振興につきましては、本村にとりまして、従来より作付け

された経過もございますし、重要な振興作物の１つであるものと考えております。

雑穀振興の補助事業でございますけれども、令和３年度から実施したというよう

な、そんな経過でございます。そうした中ではございますけれども、農業の担い手

の不足等々も踏まえて、収穫の実績が若干減少傾向になっている、そんな状況でご

ざいます。若干数値で分かりやすく申し上げたいと思います。雑穀、大豆、ソバを

除いた雑穀でございますけれども、令和３年に収穫量が 2.2 トン、キログラム当た

り 150 円の補助でしたので、補助総額が 33 万円。令和４年度ですが、雑穀の収穫

量が約２トンでございまして、補助総額が 64 万円。令和５年度が増量となりまし

て 3.7 トン、補助単価 300 円に４年度から変更なっていますけども、補助総額は

120 万円。令和６年が半減しまして 1.3 トン、補助総額で 41 万円となっておりま

す。ちなみに、大豆でございますけれども、令和４年が 37 トン、補助総額は 840

万円、令和５年が 27 トン、補助総額が 610 万円。令和６年が若干増となりまして

約 30 トン、補助総額が 690 万円というようなそんな成果でございます。今お尋ね

がございましたけど、ソバについてでございますが、令和４年度が３トン、補助総

額が 46 万円。令和５年が若干増となっておりまして 3.4 トン、補助額で 51 万

1,000 円、令和６年度でしたが、微増ということでございまして４トン、補助総額

60 万円というような、そんな推移でございます。雑穀につきましては、時々の収穫

もございまして減少傾向でありますけれども、大豆についてはほぼほぼここ数年の

間では横ばい、それから、ソバについては、収穫量は、先ほども申し上げましたけ

れども微増というような、そんな状況でございます。ソバの需要もあるわけでござ

いますし、冒頭に申し上げましたけれども、雑穀につきましては農業振興の中でも

重要な位置づけであるものと考えております。補助単価を見直してはどうかという

ような、そんなご質問でございますけども、ただ今申し上げましたけれども、補助

単価で言うならば、相場がキロ 150 円ほどというようなことで低価格となっており

ます。十分見直しする検討もあろうかと考えております。農業振興の補助事業につ

きましては、農業推進協議会等々の中でも十分議論をいただいたり協議をしている

経過でございますので、行政の方だけではなくて、そういった農業振興に一生懸命

力を入れている方々とも協議をしながらですね、単価設定して考えていきたいもの

と考えております。結論を申し上げるならば、単価の増というようなことは十分必

要、また考えられることと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま
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す。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 具体的な実績等々お話をいただきました。ソバについては若

干増加傾向っていうような説明でございましたけれども、ここ数年収量が、単収が

上がらない中で、夏ソバ、秋ソバというようなことで、２期作を推奨してる中で、

若干増えてるかなというふうに思っております。２期作をやることによって当然労

力や費用もかかってくるわけで、なかなかソバについては、先ほどの申し上げまし

たように、採算の取れる段階になっていないというようなことで、答弁にもござい

ましたけれども、是非見直しをお願いしたいというふうに思いますし、その中で、

赤モロコシ等々については、大豆もしかりですが、種の配布をしてもらっているっ

ていうようなことの中で、栽培者にとってはありがたい政策だっていうふうに思っ

ております。ソバについてはどんなお考えか、お願いしたいと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） ソバについては、改めてその種子の配布というようなことは考えて

きませんでしたし、ちょっと検討してきた経過もございません。雑穀、赤モロコ

シ、大豆等々についてはそういった対策もしているわけですので、含めて、単価も

含めてでございますけれども、検討させていただきたいと、こんなふうに考えてお

ります。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 是非また検討お願いをしたいというふうに思います。村内の

事業者が提供している、先ほども村長からもありましたが、ソバ、いずれもおいし

いというのは評判でございます。県内外からもわざわざ食べに来るお客さんも大勢

いるというふうに聞いておりますし、そんな中で観光にも一躍をかっている村内、

小川村産のソバの供給が村の需要に応えられるように、是非検討をお願いしたいと

いうことを要望しておきます。 

それでは、次の質問に入ります。加工施設でございますけれども、昨日、同僚議

員からも質問がございました。重複するところもありますけれども、改めて答弁を

お願いしたいというふうに思います。現在、村内には加工業者は１件あって、雑穀

等の加工業務を一手に引き受けていただいて、村民にとっては都合良くてありがた

く思っているところですけれども、業者は高齢であって、後継者を探しているが、

なかなか見つからないので、公社で加工業務を担ってもらえないかというような声

も聞いております。そんな中で、村にこの施設がなくなってしまうと、利用者の不
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便だけでなくて、作物の栽培、特に雑穀の栽培意欲の減少、耕作放棄地の拡大にも

つながってまいります。この機会に公社で是非加工施設を整えて業務を担ってもら

いたいというふうに思いますが、この頃の同僚議員の質問で、公社の理事長より、

加工業務の継承は考えていないというような答弁をされて、理由として４点ほど、

理事会の決議が必要であるとか、現在行政より申し込まれていないとか、あるいは

加工をしないでも引き受けてたいただく業者もある。それから１番の技術的な継承

ができるか疑問であるというようなことを述べられておりますけれども、私として

は、この課題であればなんか解決できるというふうに感じております。取り組み方

によっては、振興計画にも掲げてあります新たな加工品の研究開発と、販路拡大に

も期待できるというふうに感じておりますが、再度、理事長さんのお考えをお伺い

したいと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） 27 日の和田議員に対してお答えしたことを今もう一度繰り返し

てしまうようなことになるんですけども、大久保議員の方から、私が挙げた４つの

理由を今挙げていただきました。その理由、大久保議員の考え方とすれば、それは

いずれもクリアできることではないかという趣旨の再度のご質問であるというふう

に受け止めております。いずれにしても、理事会にお諮りしなければこの場で確約

はできないという前提条件は変わっておりません。それから、私とすれば、実は４

番目のその技術の部分がかなり大きなハードルかなというふうに認識をしておりま

す。例えば、コイン精米機のように、100 円玉を入れてボタンを押せば精米ができ

るというような単純な作りではなくて、非常にある意味技術が必要なその作業にな

るということで、私も実は、直に見させていただいたことがありまして、これはか

なり精通しないと運転ができないなというふうに感じたところでございます。そう

いったことで、できれば技術をしっかり理解できる方が、個人的に受け継がれるの

がいいのではないかということで、今事業をされてる方も何人もお声がけをして、

自分の技術を伝承する方を探しているというふうにお聞きしておりました。ですか

ら、場所とか機械を譲り受けることは物的にはできても、技術の伝承が難しいので

なかなか後継者を探せないというのがその方の１番のお悩みだったように聞いてお

りますので、それを農林公社で、じゃあ技術を伝承できる人間を見つけられるのか

というところがかなりのハードルになってこようかというふうに考えております。

いずれにしましても、お２人の議員から農林公社でどうだというふうに言われまし

たので、理事会でもまたお諮りし、検討をしてまいりたいというふうに思います。



 

 6 

以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） ありがとうございました。私も、１番の課題は技術の継承と

いうふうに認識をしております。現在行っていただいている業者が師匠だというふ

うに私は思っております。この師匠がいるうちに、ぜひそんな取り組みを研究して

いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思い

ます。 

次に。鳥獣被害対策についてでございます。有害鳥獣が増えて、近年は村の中心

地、住宅地へも被害が広がってきております。村内全域で電気柵等の対策が必要と

なっており、村の鳥獣被害防止策設置事業での支援は近隣市町村と比べて充実をし

ており、農業生産に効果は大であり、事業の利用者も増え、本年度、令和７年度も

補正をして村民の要望に応えてもらってきた中で、来年度から補助率が、個人、共

同ともに３分の２に変更となります。以前、一般質問で個人設置の補助拡充を要望

してきた中で、個人については評価をしておりますけれども、広範囲の設置が可能

であり、個人負担も少なくて済み、大変有効であった共同設置が、補助率が 14 パ

ーセントほど下がってしまいました。補助率を同率にしたまず理由をお聞かせいた

だきたいというふうに思います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 鳥獣害対策、電気柵の補助内容についてのお尋ねでございます。数

字もちょっと申し上げますけども、年々、鳥獣被害が多いというようなことで、農

業振興の上でもですね、大変重要な課題となっているところでございます。ちなみ

に、電気柵の設置の推移についてですが、件数というより補助額で言った方が分か

りやすいので補助額のみ申し上げますけれども、令和４年が 170 万円、令和５年が

100 万円、件数を言った方がわかりやすいですかね。令和６年が 32 件で 245 万円、

今年度ですけれども、先ほども大久保議員もおっしゃっておられましたけれども、

補正予算が必要になるほどでございまして、件数も 41 件で 350 万円の補助対象と

いうような、そんな経過でございます。これまで、個人設置が２分の１の補助上限

が 10 万円、共同設置の場合は８割補助、補助上限が 16 万円ということで実施して

きました。新年度からは個人も共同も統一させていただいて、補助率を、個人の場

合半分でしたけども３分の２、補助で上限が 10 万から 20 万円に変更したというこ

んな経過でございます。共同設置をなくした理由はなぜかという、そういうお尋ね

でございますけれども、昨年はですね、共同設置比較的多かったわけですけれど
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も、それまでの推移の中では約１割ぐらい、10 件の申請があれば共同設置がそのう

ちの１件ぐらい、あるいは２件ぐらいということで、そんなに多くはありませんで

した。昨年の実例でございますけれども、共同設置じゃなくて共同購入と勘違いさ

れてる方がおられたり、共同の設置じゃなくて、共同にそれを購入すれば８割の補

助じゃないかというふうに勘違いされた方もおいででしたし、公図上は２人、複数

の２人以上複数の地権者なのに、実際には工作している人が１人というような、そ

んな状況もなきにしもあらずというような状況でございます。共同設置の８割補助

ということでございますけれども、共同設置すること自体でお互いの負担が減るわ

けですね。設置している２人の方の農地があれば、隣接してる部分はいらないわけ

ですし、それが４人で共同設置するならば半分で済むというような、そんなことで

ございますので、共同設置すること自体が、お互いの負担軽減につながなるわけで

すので、特に共同設置を行政側から推奨する必要はないんじゃないかというのがま

ず１点。それから、先ほども申し上げましたけれども、個人設置するのが大半、ほ

とんどでございますので、その皆さんの補助率を上げる。その皆さんの上限を上げ

る。その方が重要と考えまして、新年度から補助率も個人とか、団体、共同設置と

いう区分をせずに、一律３分の２の補助、上限額 20 万というふうに設定させてい

ただきました。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 個人設置が多いというようなことの中で、個人設置を優先す

る中での変更っていうような説明でございました。先ほども申し上げましたが、全

域で電気柵等の対策を講じなければ作物の栽培ができない状態であります。村長の

説明の中でも、それぞれ今まで電気柵の事業の設置者や、それから事業費が増えて

いる状況下で、この共同設置の補助率の後退については、耕作放棄地やまた離農者

の増にもつながるように私は感じますが、再度いかがでしょうか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 電気柵じゃない部分で申し上げてしまって大変ピント外れの答弁に

なってしまうかもしれませんけれども、村の補助をするのに８割を補助ということ

自体が、電気柵のことを特化しているわけじゃなくて、補助事業全般という意味で

捉えていただきたいんですけれども、個人、団体を問わずですね、補助事業そのも

のが８割補助というのはそもそもちょっと多いんじゃないかというのが一般的な考

え方。それから、冒頭申し上げましたけれども、農業振興上、鳥獣害対策とは大変

重要な対策でございますし、もちろん積極的に行政としても鳥獣害対策は力を入れ



 

 8 

たいところでございます。相対的に考えて、２分の１補助を３分の２補助、上限を

10 万を 20 万円にしたということで、私は、相対的には、鳥獣害防止対策、力を入

れた取り組みだというふうに、相対的に考えるならばそんな思いでおります。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 今まで 2 分の 1 の中で個人での設置、若干躊躇してた人が、 

今度設置に積極的になって、導入をしながら耕作をすることを臨んで、次の質問に

入りたいと思います。 

鳥獣被害対策として、根本的な対策は個体数を減らす駆除であって、その役割を

猟友会が担っていただいております。その猟友会員も高齢化で活動に苦慮されてい

るというふうに聞いております。そこで、国も進めていて、国の支援も可能な鳥獣

の行動、生態など、専門知識を持って自治体職員として活動するガバメントハンタ

ーを雇用して、駆除活動を含め、地域の獣害対策全般を担ってもらってはどうかと

以前に同僚議員からも提案をし、首長から早々に検討する旨の答弁をされておりま

す。その検討結果と現在のお考えをお伺いします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 特に昨年は、熊被害等々人的被害も踏まえて、まさに全国的な大変

重要な課題となりました、国でもですね。新年度また特別国会ということで、予算

が年度内決定されるかどうかってことはわかりませんけれども、すでに閣議決定の

段階ということでございますけれども、ガバメントハンターあるいは鳥獣害対策

等々の人件費についても、交付税対象にするというような、そんな状況の中身につ

いて説明をいただいております。また、具体的な予算、国の予算が決定したわけで

はございませんけれども、村としてもそれ相応の対応が必要なものと認識しており

ます。そういった国の方向付け、また県からも同様の説明をいただいております、

村でですね、猟友会、対応にあたる人件費も踏まえてどういったことが可能かどう

か、具体的には今のところございませんけれども、大久保議員のご指摘の通り、そ

れ相応の対策、国、県の対策を前提にですね、村でも積極的に取り入れてまいりた

いというような、そんな思いでいるところでございます。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 猟友会員でも猟銃を所持していない人、また高齢により駆除

活動を控えている人もいる中、年々駆除活動は厳しくなることが予想されます。個

体数も、また被害も増えてまいります。銃所持者への支援、拡充を含めて、これ以

上増えない対策をぜひ講じていただくよう要望をしておきます。ガバメントハンタ
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ーの雇用の前向きな答弁をいただきましたので、是非ご検討いただきたいというふ

うに思います。 

次に、支障木伐採、景観整備の推進についてですが、本村の支障木伐採、景観整

備の事業は、地区要望で上がった場所を、優先順位をつけて森林環境譲与税を活用

し実施をしており、森林所有者の承諾は各区が担って、区と村で契約をする中で事

業を行っていると認識をしております。森林所有者の承諾内容は、木材の無償提供

が原則となっております。その山の木、特に植林をした杉や唐松などの人工林につ

いては、何十年も手入れをされ、中には親子２代にわたっての管理、手入れをされ

てきた山もあり、所有者にとっては財産でございます。この財産を村のためと言わ

れれば、よっぽどのことがない限り無償提供を承諾してしまっておりますが、いか

がなものかというふうに感じております。今、成就の堆肥センター横の池田地籍に

杉、唐松、ナラなどの木材が搬出をされておりますが、この業者は所有者から山を

買って代金を支払っております。無償ではありません。企業努力で木材もお金にな

っております。森林環境譲与税活用の事業は、現在、長野森林組合が主に請け負っ

ておりますが、近隣には他の森林組合もありますし、林業事業者もいくつもありま

す。そんな方に入札の参加をお願いするなどして、事業費の圧縮や、また村の負担

分を増額するなどして、所有者へ木材費の補償料を支払うよう見直しながら事業を

進めるべきというふうに感じておりますが、長のお考えをお伺いします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 支障木の伐採、森林環境譲与税を財源とした伐採等々も行っている

ところでございます。大久保議員のお言葉の中にはありましたけども、私、正直言

って全く同感でございまして、周りの人等々は、支障木、支障木と言いますけれど

も、森林所有者にとっては立派な財産でございまして、みんながその財産に向かっ

て支障木、支障木ってのはいかなものかということで、私は正直言ってもうかなり

前からそんな思いでいたところでございます。そうは言いながらも、地域全体、日

常生活の中で伐採していただきたいというようなことでございまして、地主の方の

承諾をいただいて、地区要望ということで実施しているというような、そんな経過

でございます。当然、村の実施事業でございますので、入札制度でできるだけそう

いった経費も削減しながらというようなことを実施している、そんな状況でござい

ます。その伐採事業そのものは、そうは言っても村が実施している事業でございま

して、地権者の方、地主の方、所有者の方にはそれ相応の、なんて言うんですか、

補償料ってのは当然、当然誰が考えても必要だろうと思いますけども、俗に言うな
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らば、分かりやすく言うならば、道路改良で土地をいただきたい。道路改良のため

に、例えば電柱もそうですけども、そのために木を伐採するっというのは、これ当

然補償料が発生するわけでございますけれども、ただ今質問していただいてる部分

は、地元地域の皆さんが支障となってるところを、行政で森林環境譲与税を財源に

伐採してほしいというの流れの経過でございます。その事業は、正直言って数百万

村の持ち出しで実施しているわけでございまして、誠に申し訳ございませんけれど

も、地主の方、地権者の方には補償料ということにはなっておりません。そういっ

た経過の中で、地域の皆さん、もしも支障木っていう、そういった考え方も少し改

めてもらいたいというのは私の考えでございまして、私の考えというのは、地権者

の方にとっては立派な財産でございますので、安易に、あまりにも安易に支障木っ

てのはいかがなものかっていうのは私も思っていたところでございます。ちょっと

あっち行ったりこっち行ったりしてしまいましたけれども、現行の事業費財源等々

の中では、誠に申し訳ございませんけれども、補償料というわけにはいっていない

というのは、それが実態でございます。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 質問でも支障木伐採、それから景観整備というような中でお

伺いしたわけですが、支障木と景観整備っていうのはまたちょっと意味合いも違う

し、そういう中で、村でも若干事業の分別をする中で、道路改良については補償料

があるというようなことの中で、是非また前向きに検討いただきたいというふうに

思います。国産材の需要も今現在伸びつつあったり、取り組み次第では補償料も捻

出できると思います。環境譲与税の交付金っていうものは今後もずっと続きます

し、同時にこの財源を活用しての事業も継続をするわけです。所有者が満足できる

金額でなくても、多少でも補償をすることによって、事業の快諾が得られたり、事

業推進、促進にも繋がると思いますので、事業の分別化も含めて再度検討いただき

たいというふうに思います。 

それでは、次の質問ということで、地域計画の活用についてお伺いをします。高

齢化や人口減少が進む中で、地域の農業維持発展をさせるために、農地の効率的な

利用や担い手の確保など、地域で話し合って定める国主導の農地利用地域計画を、

令和６年度に、農業委員会が主体となって、地域住民、農家も協力をする中で、10

年後の耕作者を地図上に落とし込んだ目標地図を、人と時間をかけて作成をしまし

たが、この資料、今後どのように活用していくのか、また、今後も見直しや継続的

な調査も必要だというふうに思いますが、どんなサイクルで見直していくのか、お
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伺いをしたいと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 農地の利用の地域計画ということでございまして、10 年間を、先を 

   見据えた地域計画でございます。地域の皆さんで、その自分たちの地域の農地をい

かに守っていくか、担い手不足の中で集約できる農地なのか、地域の皆さんで、な

んて言うんですか、農地をまとめて耕作できるやら、様々な利用方法があろうかと

思いますけれども、そういったことを、10 年計画を地域の皆さんで作っていただい

たのが地域計画でございまして、10 年計画ということになっております。現在 10

地域で作っているというふうにお聞きしていますけれども、今後さらにこういった

ものを、こういった計画を増やしていくという、そんな予定でおります。農地につ

きましては、当然のことながら個人の財産に変わりはありませんけれども、見方を

変えるならば、地域の財産でもあるわけでございます。個人ではなかなかそういっ

た財産が、担い手不足というようなことで耕作継続が苦しいというようなことを、

個人の財産にということではなくて、地域の財産として地域のみんなでその農地を

守っていくというのが地域計画でございます。また、地域計画に沿いましてです

ね、この 10 年間農地として有効利用してというような計画でございまして、大変

中身のある重要な計画だと思っていますし、また、10 計画 10 地域の計画と聞いて

おりますけれども、さらに増やしていきたい、できる限りこういった計画を策定し

ていきたいと、こんなふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 私の認識では、小川村、全て地域計画ができているものとい

うふうに認識をしておりましたが、今、長の答弁の中では、10 地域ができて、今後

も作成を他の地域もしていくんだっていうようなことですけれども、村内どのぐら

いの割合でできているのか、その辺、お聞きをします。 

◯議長（西沢哲朗） 高羽建設経済課長。 

◯建設経済課長（高羽哲夫） 具体的に申しますと直接支払、多面的機能支払交付金を受

けている 10 地域であります。成就、上野、薬師、日本記、上組、鴨之尾、中の

瀬、夏和、宮西沖、小根山地域になりますけれども、職員も出向きながら、地域の

専業農家、兼業農家の皆さんを中心に集まっていただきまして、今後の農業のその

地域のあり方について議論していただきました。現状、10 組織ということでありま

すが、本年度、さらなる地域につきまして出向いて行く予定でありますので、お願

いいたします。 
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◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 今、課長の説明の中で、地域もそれぞれ挙げていただきまし

たが、村内の中での面積ではどのぐらい網羅してるというふうに認識してるんでし

ょうか。 

◯議長（西沢哲朗） 高羽建設経済課長。 

◯建設経済課長（高羽哲夫） 今申し上げた面積で、おそらく大多数の地域と、具体的に

はちょっと今すぐ出ないんですけれども、ほとんどの地域は、大きいところは網羅

しているというふうに認識しておりますが、具体的な数値につきましてはちょっと

回答できませんが、申し訳ございません。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 今、課長の方から、村内ほとんど網羅でしてあるというよう

なことで、とすれば、長からの答弁の中で、残りは順次作成をしていくんだってい

うことですけども、当面の計画は、担当の中ではないということでいいか。残りの

計画作成については、ほとんど現状で村内網羅できているので、今のところ計画は

してないっていうことでいいですか。 

◯議長（西沢哲朗） 高羽建設経済課長。 

◯建設経済課長（高羽哲夫） 前段のご質問で、多面的の面積でいきますと 41 ヘクター

ルですので、面積で言いますとやはり小さい規模のところはありますので、その漏

れている部分につきまして、また地域の方と、計画はした方が、やはりこの計画を

作ることによって、その自分の地元の他の農家の今の経営状況でですとかというよ

うなものもわかってきて、であれば私が少しやろうかっていうような、そういった

組織的な動きの中で救っていける地域も出てくると思うんですが、なかなかこの 10

組織以外のところでは、そういったことができない地域かと思いますけれども、取

り組んでいきたいという地域あるとすれば、そこへ入っていくということで、予算

の方でもですね、会場使用料というようなことで、この関係は計上してまいります

ので、また進めていきたいというふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 是非進めていただきたいというふうに思います。地域に任せ

るじゃなくて、この主導で進めていただきたいというふうに思います。それから、

現在の建設業者が１社農業に参入をして生産活動を行っていただいておりますが、

この取り組みは、農地の維持や担い手確保、耕作放棄地防止策には有効と考えます

けども、今後この取り組みをも増やしていく考えはあるのか、お聞きをしたいと思
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います。 

◯議長（西沢哲朗） 高羽建設経済課長。 

◯建設経済課長（高羽哲夫） 今ご指摘の業者は、おそらく高木建設さんの事かと思いま

すけれども、そういった企業の農業参加ということによりまして、荒廃農地が１つ

でも解消できるのであれば大変ありがたいことかなと思いますけれども、なかなか

まとまった面積でというところの中では、他の企業の皆さんにはちょっと難しいか

なというふうにも思うんですけれども、そういう企業があればですね、是非お願い

したいというふうにも思っております。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 増やしていくというようなつもりがあるならば、待つじゃな

くて、またこちらから声をかけていくとか、積極的な取り組みも必要ではないかと

いうふうに感じております。せっかく作ったこの地図、資料が、絵に描いた餅とい

うふうにならないように、是非計画を実現に向けた積極的な取り組みを要望して、

次の質問をいたします。 

交通弱者対策についてですけれども、この質問は以前にもさせていただきまし

た。長から山間地域の重要な課題であって、どんな支援ができるのか検討するとい

うふうに答弁をいただいております。その検討結果も含めて再度質問をさせていた

だきます。最初にあるアルピコ交通高府線廃止後の４月からの市営バス共同運行に

ついては、長野市と再三にわたり交渉をいただき、現状より便数や初引発着が増

え、日常生活の中で必要な便を確保いただきました。安心をするとともに、ご努力

に感謝を申し上げるところでございます。免許返納者への支援拡充についてですけ

れども、村では運転免許証を返納した 65 歳以上の高齢者に対して、高齢者運転免

許証自主返納者支援事業で支援金を交付しております。金額は 2 万円で１回限りと

いうことですが、車があって当たり前の生活に慣れていたものが、いざ免許返納と

なると、病院通いやあるいは買い物など移動手段が不安になり、多少運転に不安が

あっても、迷ってしまって返納するには非常に強い決断が必要となります。高齢者

が少しでも安心、安全を優先して自主返納ができるよう、免許返納の支援を１年限

りでなく少なくとも３年くらいは支援を続けて、返納の決断の背中を押せるような

施策に拡充してはいかがか、長のお考えを伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 免許証の自主返納でございまして、背中を押すというような意味合

いで 2 万円の補助というようなことでございます。これ、多くの市町村もやってお
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りますし、県警の方でも、ちょっと中身は、詳細はちょっと確認しておりませんけ

ども、県警の方でも自主返納というような、そんな取り組みをしているところでご

ざいます。これはあくまで背中の後押しというようなことでもございまして、きっ

かけを作るんだと、さて自分はどうしようかな、ちょっと年もしてきたけどもとい

う時に、そういった後押しになればというようなことの目的の補助事業でございま

す。これが増えたからといって、それじゃあやるかっていう、そういうものとはち

ょっと趣旨が違うのじゃないかと私は思っておりまして、あくまでもきっかけ作り

というそんな思いでおります。自主返納のことについてのみ言うならば、あえてこ

の補助内容を拡充するということは考えておりません。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 以前の回答と全く同じというようなことでございますが、返

納後に数年間支援を続けるということは、返納者の心情に寄り添った施策であっ

て、見守られていることを実感することが返納の後押しにもなるというふうに思っ

ております。是非前向きな検討をお願いしたいというふうに思います。 

次に、シニアカーの購入時の支援についてですが、村内に多く普及しているシニ

アカーは性能も良くなっておりますけれども、値段も高額になっております。高齢

者の乗り物、移動手段として大変有効であります。そんな乗り物の購入時や更新時

に補助をし、さらに普及を進めてはいかがか。免許返納の促進、後押しにもなると

いうふうに感じておりますけれども、お考えはいかがでしょうか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） シニアカーの補助事業ということでございますけれども、他市町村

の状況も見ますけれども、あくまで介護用具、福祉的な観点からの補助事業という

ことでございまして、特に交通弱者という意味合いではそんなには普及していない

ものと思っております。全くないわけではございません。先ほど大久保議員から前

回の答弁と違うじゃないかなんてご指摘もいただきましたけども、自主返納は返納

としての意味合いでございますし、返納したその後の、じゃあ移動手段ということ

になると、やっぱりシニアカーも大変高額なものでございますので、それも相応の

補助は必要かと思います。先ほども申し上げましたけども、現況で言うならば福

祉、介護的な視点からの補助でございまして、移動手段としての補助事業というの

はあんまり、ゼロとは言いませんけども、そういった補助事業はなされてない市町

村が多いかと思いますけれども、実際にはそういった市町村もあるわけでございま

す。本村のように公共交通、大変広くあるわけではございませんので、限りがある
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わけでございますので、それこそそういったところには再度検討させていただきた

いと、積極的に検討させていただきたいと、こんなふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 良く取れば前向きな検討ありがとうございます。是非検討い

ただきたいというふうに思います。新たな免許返納者やシニアカーの利用者ってい

うものは毎年一定数必ず発生をして出てきます。今後、交通弱者支援の拡充、さら

なる拡充を是非検討をいただきたいというふうに思います。 

それでは、次の質問です。人材確保について２点ほどお伺いをします。地域おこ

し協力隊についてですけれども、この制度は、国が創設をし、本村も早くからこの

制度を活用し、今まで多くの隊員が多様な活動をされて成果をあげていただいてお

ります。評価をしておりますが、導入当初は、隊員の確保、それから卒業後の定住

率も全国平均を上回るような状況で順調でありましたが、近年はいずれも厳しい状

況が続いているというふうに思っています。以前にも、有料サイト等の活用をする

中で積極的な取り組みをいただいて、隊員の獲得の提案をし、長からはどんな方法

があるのか担当と検討して積極的に取り組むという答弁もいただいております。令

和８年度予算にも、地域おこし協力隊の人件費５名分が計上されております。新年

度、数名の採用があるように聞いておりますけれども、８年度の隊員数、それから

今後の方針をまず伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 地域おこし協力隊の採用状況というようなことでございます。大変

全国の多くの市町村で取り入れておりますし、国自体も隊員数を増やすというよう

な、国がそういった計画もございますので、多くの町村が積極的に取り入れており

ます。村のこれまでの状況で申し上げますけれども、平成 24 年にこの地域おこし

協力隊がスタートしまして、令和７年度まで 32 名採用し、そのうち定住者は 17 名

で、定住率は 53 パーセントというような状況でございます。直近５カ年で申し上

げますけれども、11 名採用に対して 72 パーセントにあたる８名の方が定住されて

いるというようなことで、大変、人口対策としても成果が上がってきているものと

思っております。当初からですね、小川村では、５名ぐらいは確保していきたいな

というようなことでございましたけども、直近、２、３年少し減少傾向でございま

して、２人ぐらいになってしまって、やっぱりこれも全国で募集している影響かな

と思っていたところでございますけれども、昨年から、まだこの先１名の方が面接

予定でございまして、具体的に申し上げるならば、令和８年度から５名、地域おこ
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し協力隊員５名という体制でスタートすることになっております。これも担当職員

に申し上げておりますけども、村の人口規模等々から言って、何名とは決めてはお

りませんけども、常に５名ぐらいが確保できるようにしたいというようなことで申

し上げておりますけれども、そんな状況で、ちょっと１、２年減少傾向でどうしち

ゃったのかなと私も心配しておりましたけども、おかげさまで新年度からは協力隊

員５名体制でということになっておりますので、お願いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 令和７年度も地域おこし協力隊の人件費５名計上されており

ましたけれども、若干人数がという中で質問させていただきましたが、今聞くと令

和８年度は５名というようなことで、努力を評価をしたいというふうに思います。

任期満了、卒業後に隊員が定住するには、仕事や給料などの生活基盤の確保がなけ

れば定住にはつながらないというようなことで、３年間の任期中に基盤の確保が重

要であって、村のサポートは必要不可欠だと思います。今までの隊員の中で林業目

指した隊員が何人かおりましたけれども、村内には公社以外に林業を学べる環境が

なくて、今まで私の認識の中では１人も目標達成をできていないというふうに感じ

ております。新規採用者の中での１名については、林業に関わって定住を希望のよ

うですけれども、卒業と同時に林業に携われるよう、技術の習得の環境を整えてい

ただきたいというふうに思っておりますけれども、どんなお考えでしょう。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 先ほど支障木の話がありましたけれども、なかなか小川村の地形、

小川村の状況で、林業でなかなか生計を立てるというのはそう簡単なものではござ

いません。そうは言いながらも、協力隊員の中にはそういうことも携わってみたい

という、そんなお考えでございまして、公社で、そんな体験、経験をしているとい

うのはそういった現状でございます。協力隊員任期３年ののちに生計を立てるの

に、さすが林業でというのは無理があるかというふうに思っていますし、いろんな

方法で村の林業にできるかどうか、また本人のお考えもあろうかと思っておりま

す。そうは言いながらもですね、３年間の中で、じゃあ卒業後に、どうやって生計

を立てていくのかというのは大変重要なことですし、そもそも協力隊事業、自体が

定住を目的にしているものでございます。隊員３年卒業後にご本人がどんな考えな

のか、また行政として卒業したからじゃなくて、できる範囲のご支援、できる範囲

のアドバイス等々も行いながら定住につなげてまいりたいと、こんなふうに考えて

おりますし、 
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◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） そういった協力隊を育てるということは、今後、村の林業の

活性化にも繋がりますし、是非前向きに取り組みをお願いしたいというふうに思い

ます。最後に、役場職員のＯＢの活用というようなことですけれども、職員数が決

まっている中、近年事務量も増えて、通常の業務で手いっぱいの中、大災害時には

即人員不足になることが予想されます。そんな時に、小川村の全てを通じ尽くし、

経験豊富な、また即戦力になる職員のＯＢの力を活用できるように登録しておく制

度というものは、いかがか、ボランティア登録、あるいは消防のように機能別職員

みたいな登録も考えられると思いますけども、長のお考えを伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 村職員のＯＢについて、職員数も減少傾向の中、災害など緊急時の

対応等々も必要じゃないかといった、そんなご質問でございます。災害とは申し上

げませんけども、実際に様々な組織、委員会等々の中では、そういった有識者とい

うような意味合いでお願いしてる職員ＯＢもおられます。また、災害発生時等々に

つきましては、また消防団員、一度退団された方も、それ相応の内容でお願いして

る団員もおられまして、消防の話になって恐縮でございますけれども、定員 180 名

のうちそこそこの団員確保ができているといった、そんな状況でございます。職員

ＯＢについての、そういったボランティアと言っていいかどうか、そういったもの

を正規な立場で募集したらどうかという、そんなご質問かと思いますけれども、恥

ずかしながら、他市町村でこういった状況があるのか、私はちょっと認識がなかっ

たわけでございます。また、緊急時、あるいは新たな事業をスタートする際にです

ね、どうしてもそういった知識や経験が必要となれば、それ相応にお願いすること

は当然ありますけれども、前もって登録しておくということについては、ちょっと

私、他市町村の状況も把握しておりませんけれども、そういったことは今考えては

おりません。 

◯議長（西沢哲朗） 大久保利廣議員。 

◯８番（大久保利廣議員） 登録となるとね、個人の承諾も必要ということで、若干のハ

ードルもありますけれども、いつ起こるかわからない災害に備えて、貴重な人材確

保は必要だと思います。この制度が村にとって防災グッズの１つぐらいの感覚で考

えてもらうのもいいかなっていうふうに感じております。是非検討いただきたいと

いうふうに思います。そのことをお願いして、私の一般質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。 
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◯議長（西沢哲朗） 高羽建設経済課長。 

◯建設経済課長（高羽哲夫） 大変申し訳ありません。先ほどの地域計画の中で、小川村

の取り組み、どのぐらいかという面積の中で誤りがありましたので、126.8 ヘクタ

ールでありましたので、訂正させていただきたいと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 以上をもって８番大久保利廣議員の一般質問を終結いたします。 

ただ今一般質問の途中ですが、暫時休憩とします。再開は午前 11 時 10 分とし

ます。 

（午前11時02分） 

（休   憩） 

（午前11時09分） 

◯議長（西沢哲朗） 休憩を終わり、引き続き一般質問を行います。９番山本 陵議員の

一般質問を許します。９番 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） それでは、通告に基づいて質問します。まず１つ目の質問です

が、公共施設についてですが、今回、４施設について伺います。まず初めに、先月

頭に機械設備の故障により休業しました小川の湯についてですけども、最近もあり

ましたけども、聞く話によりますと、朝入浴された方が、いつもより温度が低い

な、何かぬるいなということで異変に気づき、機械設備の故障が判明したと伺って

いますが、この故障の原因と休業したことへの認識を詳しく伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 高木住民福祉課長。 

◯住民福祉課長（高木一仁） お答えをさせていただきます。当施設につきましては、平

成 22 年度に建築されまして、23 年からリニューアルをしてございます。概ね 15 年

ほどが経過しているわけでありますが、建物本体には構造的問題はございません

が、温泉設備等々、機械設備を中心に経年劣化が進んでいる状況でございます。ま

ず、直近ですけれども、先月の１日から９日までの間につきましては、循環ポンプ

の故障により臨時休業とさせていただいたところであります。また、同月の 20 日

から 22 日にかけましては、逆止弁の故障ということで、こちらも臨時休業といた

しました。温泉施設でありますけれども、高温または高温多湿化の環境で稼働する

といった特徴でありますので、一般的に機械設備の耐用年数は 10 年前後といった

ようなことでございます。こういった更新時期を迎えている設備が増えているもの

と、そのように認識をしているということであります。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） この温泉施設で使用されるポンプは、今課長の方からもありま
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した、高温で腐食性のある温泉水を扱うため、特別なケアが必要で、定期的なチェ

ックや部品交換を行うことでポンプの性能を最大限に発揮し、長期的に運用するこ

とができるとされています。さらに、先ほども課長言われましたように、一般的に

７年から 15 年程度が目安かなと考えますけども、その中で法定耐用年数と実際に

使える期間というのは必ずしも一致せず、法定耐用年数はあくまで税務上の取り扱

いや償却の基準を示したものであり、実際にはそれを超えて使われているケースの

方が多いと存じます。その耐用年数はあくまで目安ですので、ポンプの性能を維持

するためには、使用状況や定期的なメンテナンスが重要な要素となりますが、その

定期的なメンテナンスの中には、点検清掃、またポンプのモーターやギア部分の定

期的なオイル交換、シールやベアリングなどの摩耗状況も確認するなど必要に応じ

て交換するなどがあります。そのメンテナンス状況と耐用年数に関しての現状と認

識を再度伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 大変失礼しました。故障内容という具体的なご質問でしたので、冒

頭いきなり課長の方に振ってしまいまして、大変失礼いたしました。公共施設、

多々あるわけでございますけれども、当然のことながら、時々の状況、老朽化現象

等々を持ちながら対応しているわけでございますけれども、壊れたからすぐという

ことではなくて、長期的な視点に立って、公共施設どんなふうに管理していくの

か、いつが大規模改修の時期なのかという、そうした公共施設管理計画がすでにす

べての公共施設にできているものでございます。また、もとよりですが、個別計画

ということでございまして、建物ごとに、いつ大改修が必要ですよ、もう耐用年数

が過ぎているので取り壊しが必要ですよ、払下げが必要ですというような、そんな

計画が全ての建物にできてるというような状況でございます。今私が申し上げたの

はあくまで建物の管理のことでございまして、その施設の機械管理ということにつ

いては触れておりません。今回、小川荘では大変多くの村民の方にご迷惑、ご不便

をおかけしたわけでございますけれども、小川荘の建物自体は平成 22 年でござい

まして、そんなに古い建物ではございませんが、今、山本議員の御指摘の通り、機

械設備というのはそう長くは持つものではございません。機械設備の管理につきま

しては、あくまでランニングコスト、維持管理経費というような考え方でございま

して、壊れたら修繕する、そういった経過のものと考えております。また、今回

の、小川荘に関わらずですね、機械設備を持っている多くの施設があるわけでござ

いますけども、そういった意味合いで言うならば、機械修繕についてはランニング
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コストの部類かなと、そんな思いでいるところでございます。すいません、２度目

のご質問について正確なお答えになってないかもしれませんけど、冒頭、私の方で

お答えせずに課長の方に振ってしまって、お詫びということで今申し上げたわけで

すが、よろしくお願いします。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 今回、小川の湯が休業しましたので、そこを責めているわけで

はありませんけども、ただ、毎日のように利用されている方であったり、自宅の風

呂が故障しているために修理の期間などあてにして利用されている方など、様々な

利用状況だと思いますけども、その中で、突然の休業というものに関しては、利用

される村民の方の生活にも関わることですので、そこら辺を踏まえた認識を再度伺

えますか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 先ほど申し上げましたけれども、機械についてはですね、維持管理

経費、ランニングコストと申し上げましたけれども、議員ご指摘の通り、そこに小

川荘で言うならば、村民の皆様方の生活の中の１つの重要な施設でございます。結

果論で言うならば、定期検査、業者にですね、毎年とは言いませんけども、数年に

いっぺんぐらいの機械の定期検査というのは、そういった管理方法にもっと注意す

べきだと改めて感じたところでございます。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 続きまして教育長にお尋ねしますけども、今回、８月の頭にあ

りました小川の湯の休業の原因は循環ポンプの故障でしたけども、同じポンプでは

ありませんが、少し前にはびっくらんど内のプールにおいても循環ポンプが故障し

ております。そのびっくらんどにおける循環ポンプの故障の原因と現状、また受け

止めを教育長に詳しくお伺いします。 

◯議長（西沢哲朗） 北田教育長。 

◯教育長（北田愛治） びっくらんどについては、平成 10 年に竣工し、令和８年で 28 年

目を迎える施設です。令和２年度に策定された公共施設個別施設計画に基づき、令

和 20 年に長寿命化計画が予定されております。しかし、今、議員御指摘のように

劣化状況が進んでおり、毎年、修繕や機器の更新等が発生しております。ちなみ

に、令和６年でいきますと、屋上の漏水で 165 万円、ろ過装置で 143 万円、今年度

でいきますと、今、議員ご指摘のように、ポンプの修理で補正は 113 万円行って

469 万円の支出となっております。耐用年数等を考えると、突然壊れてくるという
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ようなものもありますが、使えるものは使っていきながら、修繕をしながら利用し

ていくというふうになるかなと思ってます。ただ、この施設は教育施設でもあり、

それから健康福祉の施設でもあります。学校プールがなくなる中、小川村の児童生

徒のみならず、長野市からの児童生徒も利用する重要な教育施設となっておりま

す。また、信毎の建設欄、12 月 22 日の記事には、プール通いで夫婦とも元気とい

う村民の声が載っておりました。この夫婦は 12 月までに 230 回プールに通ってい

るという大事な福祉施設になっております。ちなみに、年間 295 日で、令和６年

度、来場者数 2 万 3,000 人、プール利用者数 1 万 2,800 人、トレーニングルーム

5,000 人、体育館 4,300 人という、こういう施設です。管理運営は教育委員会で行

っておりますけれども、修繕、多額の修繕等もかかってくる問題ですけれども、今

後の在り方というようなものについては、教育委員会だけではなくて、行政全体の

問題として認識しております。今後の施設の在り方については、多額に見込まれる

修繕だとか更新施設等の経費や、ただ、大事な教育福祉施設という、そういう実情

を踏まえ、様々な皆さんの意見を聞きながら検討していくことが大事かなと思って

おります。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 今、教育長が述べられました、プールの修繕の履歴をもっと過

去に遡りますと、令和元年に約 500 万ほど、その前が平成 27 年から平成 30 年の間

で約 700 万円ほど修繕を行っているような状況です。その中で、村長にお尋ねしま

すけども、先ほど教育長言われたように、築 28 年が経過するこの当施設ですけど

も、維持費のかかる本番というのはこれからであると考えます。平成３年策定の、

先ほど教育長も言われました小川村公共施設個別施設計画を見ますと、びっくらん

どの劣化状況調査結果として、内部仕上げ、電気設備、機械設備が早急に対応する

必要があるとされるＤ判定となっています。さらに、来年度から始まります施設維

持改修試算額として、9 億 5,000 万円ほどかかる試算となっています。通常の考え

方で、電気機械設備で約半分としても 4、5 億円はかかる可能性があるということ

が一目でわかる数字となっていますけども、施設の長寿命化事業に関しては、公共

施設など適正管理推進事業債などを使えたとしても充当率が 90 パーセントで、元

利償還金に対する交付税措置率は、財政力に応じて 30 から 50 パーセントとなって

いる中で、以前も同僚議員から冬季プールの廃止を検討してはどうかという質問も

ありましたが、通常であれば、びっくらんどのこのような現状と試算金額を見ます

と、先ほど教育長も村民の方の意見を聞く必要があるというふうに言われましたけ
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ども、諮問委員会などを立ち上げ、委員構成に関してはもちろん議会も含め、施設

の維持管理の在り方、運営方針などについて検討する時期に来ていると存じます

が、村長、副村長の見解を伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 建物の施設の管理計画ということで、先ほど、9 億 5,000 万円、将

来かかるというような、そんなお話がございました。先ほど来繰り返します、これ

はあくまで建物の改修費でございまして、機械となるとまた別なことになってまい

ります。びっくらんど、今後の経営状況、経営方針等々、しっかり協議するべきじ

ゃないかというような、そんなご質問もございました。びっくらんどが、建築年が

平成 10 年でございまして、私もたまたま当時のことを覚えておりますけども、大

変、村にとっては数十億円の建築費ということでございまして、大変大きな事業だ

ったわけですけれども、当然、当時ですね、建設委員会を設定して議論して、協議

をして今日に至っているというような、そんな経過でございます。いよいよ建築後

20 年、30 年近く経ってきて、いよいよ改修費、維持修繕費がかかってくるという

ようなことでございます。当然のことながら、庁内単独ではこういった大きな施設

を、今後について簡単には結論付けることはできませんので、建築当時と同様に、

それぞれの識見のある方々を踏まえ、村民の方々も踏まえ、今後どうするべきかと

いうようなことは、今後早急に委員会を立ち上げて検討する必要があるものと考え

ております。 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） ただ今村長が申し上げた通りでありまして、ナンバー２の私が

これ以上補足する必要がないとは考えておりますけども、私自身も、温水プールと

いうものが今後小川村にとってどのような位置づけになるのか、必要なのか、それ

とも全体を見て縮小していくのか、そういったことはそろそろ判断する時期に来て

いるのかなというふうに考えております。なお、その際は、当然、広範な意見をお

聞きしながら、ある程度の時間をかけて検討するべきかなというふうに考えており

ます。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 先ほど私が電気機械設備で４、５億円っていうざっくりとした

金額を言わせていただいたのは、通常の考え方でいきますと、施設に 9 億 5,000 万

円ほどかかる施設で、温水プールというと、他の自治体を見ますと、大体半分ぐら

いは設備費用として消えていっているというデータがありましたので、一応伝えさ
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せていただきました。前向きな答弁いただきましたので、また実現に向けてピッチ

を上げていただければなと感じます。昨日、同僚議員の質問にありましたが、大洞

の農物産館においては、今回の指定管理者の公募に関し応募がないような現状でし

た。その中で３点お尋ねしますけども、まず１点目が当施設の耐用年数を含めた現

状、そして２点目が応募がなかったことに関し考え得る理由、３点目が１点目２点

目を踏まえた上で、新年度に応募がなかった場合の今後の方向性についてお伺いし

ます。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 大洞にあります農物産館でございまして、築が平成７年ということ

でございまして、相応の年数が経っております。先ほど申し上げました公共施設の

管理計画では、すでに譲渡という、そんな計画の建物でございます。応募がなかっ

たのにどうして現状なのかというようなお話でございますけれども、農物産館の立

地場所やらロマン館も踏まえてでございますけれども、大変、小川村で言うなら

ば、天文台も踏まえて、大洞一帯は観光の中心地と言っても過言ではない所かと思

います。そういった中のロマン館の真ん前であったり、人が行き交うところでござ

いまして、管理計画の通りに払い下げして、さあどうぞ自由に使ってくださいとい

うのは、いかがなものかというのが私の考えでございます。できるならば村の管理

施設として指定管理者に管理を委任するべきだというのが現状のものでございま

す。今後どうするのかという３点目でございますけれども、興味を示していただい

た方が何件かございますが、残念ながら、実際に具体的な話にはならなかった経過

でございます。その後、再度募集しておりますけれども、現時点では応募がござい

ません。改めてですね、時期的なこともありますし、春先、だんだん村にも訪れる

人がおられますし、興味を持たれる方もおられると思いますので、再度募集して、

ならば先ほど申し上げた理由で指定管理施設として運営していきたいという考えで

ございます。繰り返しになってしまいますけれども、立地場所も大変大洞の中央に

位置しておりますし、景観的にも大変いいところでございますし、それを払い下げ

て、買った人にどうぞ、ご自由にどうぞというふうにはしたくないなというのが私

の考えでございますので、お願いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） ちょっとうまいふうにかわされたな。このまま行けばあっとい

う間に施設が廃墟化してしまうようなタイミングで、この空いてる状況ですけど

も、村長も昨日答弁で言われました、先ほども言われましたように、この大洞の中
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央１等地に立つ当施設が、長期間使用利用されていない、この現状の認識というも

のを再度お伺いできますか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 現状では、確かに応募者がいなかったというのは現状でございま

す。ただし、興味を示された方が何件かございました。正直言って、今現在も興味

を示されている方があるように聞いております。再度、春先、再募集いたしまし

て、指定管理、管理を任せるに十分な方だとするならば、そんなふうに考えたいと

いうことでございます。具体的には、既に興味を示されている方がいるといった状

況でお答えさせていただきます。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 続きまして、火葬場についてですけども、この当施設は、元の

組合火葬場が昭和 58 年に焼失し、同年に竣工し、約 43 年が経過しています。人材

の問題もあるかと思いますけども、そこも含め、施設の現状と認識を、担当課長と

村長からもあればお願いできますか。 

◯議長（西沢哲朗） 高木住民福祉課長。 

◯住民福祉課長（高木一仁） 火葬場についてでありますが、近年老朽化をしておりまし

て、計画修繕というようなことで、今年度、令和８年度事業の予算にも修繕費とい

うことで予算を確保してございます。まず、施設のあり方についてでありますが、

老朽化を迎えているとはいえども、可能な限り、ほんとにその施設が寿命を迎える

というところまでは、このまま継続して施設を運営していきたいということで担当

課としては考えております。ただ、火葬従事者が高齢になってきておりまして、今

も募集をかけておるんですけれども、課題としますれば、そこの従事者をいかに探

していくかといったようなところを今の検討課題としている、こんな状況でありま

す。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 詳細につきましては、今課長の答弁の通りでございます。火葬場に

つきましてはですね。すでに煙突も踏まえて数千万の改修が近い将来来るような話

も、議員の皆様方も多分ご承知のところと思います。火葬場は、今、山本議員のお

話の通り、当時、旧中条村と小川村の組合立で運営してまいりました。20 年ほど前

に中条が長野と合併されたことによりまして、村単独で火葬場を運営しているとい

うような状況でございます。私の知る限りでございますけれども、県内町村レベル

で単独で火葬場を運営しているのは小川村だけでございまして、多くの自治体が、
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近隣市町村との広域での運営というのがほとんど全てと言ってもいいぐらい、そう

いった状況でございます。そうは言いながらも、村民目線で言うならば、そういっ

たことの、時にはですね、身近なところにそういった施設があるといった、そんな

利便性があるわけでございます。そういった意味も踏まえてですが、先ほど従事者

云々というようなお話もありましたけれども、現行の維持管理等々を踏まえるなら

ば、ちょっと言葉が、ほんとに例が悪くて恐縮なんですけども、村民の方にそうい

ったことのですね、全額村が負担してもいいぐらいな、そのぐらいな今維持管理費

がかかってるわけでございます。ちょっと変な言い方になって大変恐縮でございま

した。まとめて言うならば、1 千万、数千万かかるような大規模改修が必要になっ

た際には、申し訳ございませんけれども、運営は取りやめたい、火葬業務は取りや

めたいという、そんな考えでおります。ただし、村民にとって村内にこういった施

設があるのは大変ありがたいわけですので、できる限り、できる範囲で、修繕運営

を継続して参りたいと、こんなふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 私が言おうかなと思ったことは、村長から言われましたので、

続きまして、人口増の施策という部分で、人口増施策を含めた各施策についてです

けども、村長の挨拶文の中でコメントというものがありますので、抜粋して一部を

読ませていただきます。小川村は、雄大な北アルプスの景観と、素朴な農山村の風

景を残す自然豊かな山あいの村です。また、日本で最も美しい村連合へ加盟し、日

本の里百選にも選定されるなど、景観の保全に取り組んでいます。進む人口減少、

少子化、高齢化が最大の課題であり、村の基幹産業である農業の衰退、農地の荒

廃、担い手の不足に頭を悩ましています。本村の自然景観の保全に合わせ、歴史文

化の継承、そして緑に恵まれた日本の里にふさわしい自然豊かな村を守り、地域振

興につなげたいものと考えていますと、このように述べられています。ここで村長

が述べられています。課題のトップである人口減少、少子化、つまり染野村政にお

いて、１丁目１番地の政策である人口増、人口減少対策の政策ですが、これは村長

が常日頃、何か１つをやれば良いわけではなく、村始まって以来の課題であり、一

兆一石で解決できるものではなく、特効薬があるわけではないと言われている通

り、私も同じ考えです。そこで、２期８年の村政運営で、人口増、人口減少対策の

施策に対しての受け止めを詳しくお伺いします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） ただ今、詳細について山本議員からの紹介がありまして、大変恐縮
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しております。人口減少対策、私も常々申し上げておりますけれども、昭和 30

年、村発足以来の最重要課題でありまして、今日に至っております。近年、地方回

帰というような流れの中で、それ相応のこともありますし、村にもそれ相応の転入

者がおられます。これも様々なところで、少し話が長くなって恐縮でございます。

転入転出の社会増減という意味合いで言うならば、近年５カ年で 337 人の転出、

332 人の転入がございまして、近年５カ年では転出者５人、１年に１人の方が転出

してるというような、そんな状況でございまして、それ相応の転入者がいるだろう

と。これ今思いついたと言ったら失礼ですけど、つい２日、３日前、県からの文書

が来まして、昨年、令和７年１月１日から 12 月 31 日までの社会増減の数値、県内

の社会増減の数値、小川村は 21 人の社会増でございました。21 人の社会増でした

小川村は、人口が 2,172 人ですので、2,172 を 21 人で割り返すと 0.97 パーセント

の社会増なんですね。0.97 パーセントの社会増は、県下３番目のトップクラスなん

です。社会増の率は県下で小川村が３番目に多いという、そんなデータがございま

した。正直言って、私も見てびっくりしたんですけれども、まあ分母が小さいから

ということもあろうかと思いますけども、それだけ直近の令和７年の１年間では 21

人の社会増という経過がございました。これは単発な数字でございますので、これ

を見て喜んでいるわけにはいきませんし、どういった状況で増えたのか、どういっ

た状況でこういった数字になってるのかは、十分検討する必要がありますし、また

今後も人口減少対策、人口増対策にはですね、行政としても、また村民の皆さんと

協議をしながら、どんな施策が効果があるのか、どんな政策に効果が出るのかって

いうようなことも踏まえながら、さらに力を入れて取り組んでまいりたいと、こん

なふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 今 0.97 パーセントの社会増ということでいただきましたけど

も、村長は以前の答弁の中でも、人口増、人口減少というこの過疎化対策、少子化

対策、人口増対策というものは国が考えるべきで、国の対策が遅すぎるというふう

にも答弁されています。私は、この部分に関してはいささかニュアンスが違いまし

て、確かに国も考えるべきで、国の対応、対策が遅いのも事実です。ですが、この

問題を他責、つまり国の責任だけで片付けてはいけないと考えます。村長も先ほ

ど、行政としていろんな方と話をしていく中で政策というものは進めないといけな

いというふうに述べられましたけども、改めてですが、この人口増、人口減少対策

という政策に関しての考えをお伺いできますか。 
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◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 確かに国の責任が大きいと言いましたけども、私が国の責任と言っ

たのは、少子化のことを言ったわけです。これ、少子化、子供増やす、産み育てる

ことを増やすのは、自治体レベルは大変難しい、これは国が考えるべき、例えば、

ちょっとこれも例が悪いのですけども、他国の１人っ子政策じゃございませんけど

も、人口少子化対策は国の責務だということで申し上げたつもりでございます。日

本の少子化、子供の減少が始まってすでに 50 年が経過しておりまして、ちょっと

数字は定かではございませんけど、国が少子化対策に取り組んだのはその 20 年後

だという、確かそんな記憶があるんですけども、もうすでに 50 年前に少子化が、

日本の少子化が 50 年前にもうマックスを通じて来てるのに対してですね、大変、

国が取り組みが遅いんじゃないかという意味合いでその申し上げたつもりでござい

ます。特殊出生率が全国 1.4、東京都は 0.9 いくつというような、そんな状況の中

で、国の責任も大きいのじゃないかということで申し上げました。子供を産み育て

るのを増やすというのは、村単独ではなかなか難しいけれども、子育ての方が小川

村に転入していただく、子育ての方が村で子育てをするというようなことは大変重

要なことでございますので、そういった意味も踏まえて、行政施策として子育て支

援等々にはまた鋭意取り組んでまいりたいと、こんなふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 先々週ですか、同僚議員数名で、研修で東京へ行ってきまし

た。その道中に、行きは長野駅までバスに揺られながら、その後は新幹線という行

程だったんですけども、そのバスの車中、私はこのバスの車内は過疎地域と都市部

の縮図だなというふうに考えていました。そう考えた原因というのが、バスの降車

ボタンです。どういうことがあったかと申しますと、過疎地域では降車、バスを降

りる時に一人ひとりが降車ボタンを間違いなく押します。それはバスを降りられな

くなるからです。しかし、都市部に行きますと、私から見える範囲で降車ボタンを

押した人を見かけませんでした。誰かが押してくれると思っているからです。これ

は、ほかの自治体で言う地元の自治会であったり、当村で言う区、組、まとめて地

域と言わせていただきますけども、言い方は悪いかもしれませんが、都市部の地域

であれば、非協力的でも誰かがやってくれます。言い方を変えるとやり過ごせま

す。しかし、過疎地域でそれをやると移住も失敗します。なぜなら、住民１人１人

が主役だからです。そのように、移住、定住施策なども、都市部と地方では感覚、

慣習が違いますので、移住するにあたっての考え方であったり、地域性などもある
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程度は示す必要があり、移住される方だけではなく、協力隊の方など、村に来られ

る広い多くの方にそのようなことを伝えていく必要があると存じますが、そのこと

に関して、村長、副村長の考えをお伺いします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 人口増対策あるいは村外から県外の方々から転入される場合等々と

いうようなことで申し上げたいと思いますけれども、受け入れる側と言ったら語弊

がありますけども、村民目線で言うならば大変ありがたいことだし、また、小川村

の村民には、いらっしゃいという、歓迎ムードと言いますか、喜んで受け入れてい

く、そんな人間性が、村民性があるんだと私は思っております。ただ、それを誘致

する、是非村に住んでいただきたいということになれば、村民だけではなくてです

ね、本当に移住された方々、若い方々、それぞれの皆さんのご意見やお考えを聞き

ながら、村をあげて若い人も、住民も、高齢の方もですね、村が一丸となって移住

者を受け入れる体制、そんなものを整えていく必要があるものと考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） ただ今の山本議員のご質問の趣旨は、都市部から地方に移住す

るにあたって、地方の暮らしとか伝統文化、そういった地域性を十分理解してもら

った上で移住してもらわないと、そこにお互いの認識の差が生じて、移住定住がう

まくいかないのではないかというふうに受け止めさせていただきましたけども、そ

の前提で回答してよろしいでしょうか。私も、都市部と地方部ではやはり大きなそ

の生活に対する認識のずれというのがあろうかと思っております。今ご質問されて

る山本議員も移住された方ですし、私も最近自覚してびっくりしたんですが、Ｕタ

ーンの１人でございます。いったん小川村を離れて、外の空気を吸って戻ってきた

人間でございます。そういった経験からすると、やはり小川村での暮らしと、それ

から、それ以外のある程度の都市部での暮らしというのは大きく異なっている。そ

れは先ほど山本議員がおっしゃったような受け止め方で、私も同様でございます。

ですから、村に移住してもらうためには、自分が１人だけ暮らしていくんではなく

て、みんなと一緒に暮らしていくんだという認識を持ってもらう、それが必要では

ないかというふうに感じているとこでございます。私自身も、副村長をやらせてい

ただきながら、地元の伝統芸能保存会の会計もやりながら、そして小川神社の総代

もやりながら、１人何役もやりながら暮らしております。そういう地域である。

で、人との非常に濃密な人間関係がある。そういったことを踏まえて来ていただか

ないとまずいのではないかというふうに考えております。で、締めくくりになりま
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すが、先ほど村長が申し上げました通り、小川村の住民は、そういったことをきち

んと移住者の方にお伝えしながら、ウェルカムという形で迎えいれる気持ちを持っ

ていると思っておりますので、その辺は、村の皆さんとともに移住者の方を迎えて

いけるように私も心がけてまいりたいと思っております。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 私、前回の定例会の一般質問において、地方創生のトップラン

ナーとしてよく引き合いに出される自治体の共通点として、他の自治体と違うこと

を自分たちで考えたこと、また、戦略が弱者の戦略と言われるように、当村のよう

に小規模の自治体の取るべき道は、他の自治体と違うことをやることであること、

また、他と違うということは参考にするものがありませんので、自分たちで考える

必要があるということで、ちなみにそれを世間ではイノベーションと言いますけど

も、そのような目線であったり、思考回路が必要であるということを述べさせてい

ただきました。改めてですが、小川村の行政としても、この先ほどのバスの降車ボ

タンのように、国、県が何かをしてくれるのを待つのではなく、財源、人材も限ら

れた中ではありますが、村独自に考え、動く必要があると存じますが、いかがでし

ょうか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 山本議員のご指摘の通りでございまして、人口減少対策、人口増対

策、多くの自治体が取り組んでおりますし、県内の多くの自治体も同然で、当然で

ございますし、長野広域管内の町村も全く同じでございます。近隣町村、長野広域

管内の近隣町村、上水内も踏まえてでございますけれども、同じような状況かと思

いきや、実は町村ごとに特徴があったり、農作物であったり、様々な違いがあるわ

けでございまして、同様に人口増対策と言いながらも、同じ近隣町村でも全く違う

ものと私は考えております。相対的には、大きな目線で言うならばそれはもちろん

同様かと思いますけど、村独自の政策、村独自の考え方、村独自のＰＲというのが

あるわけでございまして、それがなんなのか、何が村外の若い人たちに響くのかと

いうのは大変難しい話でございますけれども、あえて強調したり、あえて自分をき

れいに見せる必要はありません。今ある小川村を、ありのままの小川村を、例えば

農地なら、先ほどの一般質問にありましたけども、現況を守っていく、景観もそう

です。今ある景観を守っていくことが大事であって、着飾る必要もありませんし、

化粧する必要もない。ありのままのものを継続し、それを村外、県外にＰＲしてい

く、そんなことが大事ではないかと考えております。 
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◯議長（西沢哲朗） ただ今、一般質問の途中ですが、昼食のため暫時休憩とします。再

開は午後 1 時 15 分とします。 

（午前11時52分） 

（昼   食） 

（午後１時13分） 

◯議長（西沢哲朗） 休憩を終わり、会議を再開します。引き続き、山本 陵議員の一般

質問です。９番 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 午後からもお願いいたします。まず、総務課長にお尋ねします

けども、地方創生に関する総合戦略、これまでの地方創生の取り組みのフォローア

ップと推進戦略を勘案した地方版総合戦略の策定改定についてという通知が、内閣

府地方創生推進委員長より昨年 12 月の定例会後に届いているかと存じますけど

も、その通知が届いているのか、まずお伺いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 大日方総務課長。 

◯総務課長（大日方浩和） 届いたと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） この地方創生 2.0 の通知が届いているということでしたけど

も、その受け止めと、また今後の対応を詳しくお伺いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 大日方総務課長。 

◯総務課長（大日方浩和） この地方創生 2.0、昨年の６月にですね、閣議決定されてい

ると思います。政策の５本柱として、５つのものがありますけれども、特に、人や

企業の地方分散と言いますか、今回、これ１番言ってるところが、東京への一極集

中とか、そういうのを避けるというものが含まれておりますので、それ以前の、そ

の 1.0 より 2.0 にして、令和の日本列島改造ですか、そのようなことを掲げてるわ

けですけれども、それを基にしてですね、各計画ですとか、また村として、人や企

業の地方の分散、また先ほどからお話出ております人口増の計画等行って進めてい

るという状況であります。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 今回の質問の冒頭で村長の挨拶文を引用させていただきました

けども、その文中で、村の基幹産業である農業の衰退、農地の荒廃、担い手の不足

に頭を悩ましていますとあります。次期村営住宅の建設予定地ですけども、その予

定地は昨年農業振興地に指定される計画が提出された土地であり、その振興地を外

してまで村営住宅を建てるというのはいかがなものかとの意見も耳にします。ま
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た、先ほど同僚議員からも質問のありました地域計画も策定されている地域であり

ます。まさに村長の悩みの種である農業の衰退に拍車をかけ、半ば担い手の排除の

ような事案となっていますが、なぜ今回のようなことが起こったのか、事案の説明

と受け止めについてお伺いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 次年度以降の若者の定住を目的とした住宅建築ということでござい

まして、その場所、宅地造成等々も予算に計上し、今日に至ってるところでござい

ます。場所については、私もその後、農業委員会等々からも、同様の状況の内容も

聞いておりますし、把握しております。少し具体的な話をするならば、私なりに予

定地があったわけですけれども、地権者の方と、まず予定地については地権者の方

とはうまくいかずに、私の考えていた予定地については実施が不可能ということに

なりました。その時ですね、地主の方、地域のある方からですね、ここはどうかと

いうような、そんなお話があったのが、今、山本議員がご指摘いただいてる場所で

ございます。実は、その場所についてでございますけども、私は何の時だかちょっ

と具体的には申し上げませんけれど、記億にはないんですけども、住宅、今までも

村営住宅建築ということでございまして、私、村中確認したり、景観がいい所など

も踏まえながら、村中を、村中といっても、私いつも申し上げますけども、人口増

対策、若者の定住というならば、どうしてもオリンピック道路沿線ということにな

るわけですけども、そこを中心に足を運んだ経過がございます。今回のその指定予

定地につきましては、その時、景観がいいところだなと、まさに私の構想の中にあ

る、頭の中にある場所であったことは間違いございません。その通りにですね。地

権者の方からどうだというお話があって、担当職員等々現場に足を運び今日に至っ

てるといった、そんな経過ということで申し上げました。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） この村営住宅のあり方を含めて、建設の意義、建設するだけで

良いのか、また人口が増えればそれだけで良いのか、そのような声を村内で見聞き

します。先日行われました村民と議会の語る会でも、そのような声を何件かいただ

いております。そのような声がある中で、ただ単に村営住宅を建て続ける必要があ

るのか。また、箱物は作れば維持費もかかります。これからさらに人口が減少して

いく中で、村営住宅自身が、将来小川村の財政を圧迫し、手かせ足かせとなり、古

くなった村営住宅には誰も住んでいない、そのような状況もほかの自治体の事例を

見ますと十分考えられます。そのようなことを踏まえて、村民の皆さんの声の受け
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止めと見解を改めて伺えますか、 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 私も任期１カ月ほど残すのみでございますので、次年度以降のこと

をどこまでお答えしていいか、ちょっと考えるところでございますけれども、こ

れ、日頃、議会でその都度申し上げていることを重ねて申し上げたいというふうに

思ってます。人口減少対策というのは、多くの自治体が取り組んでいるところでご

ざいますし、先ほど地方創生のお話もありましたけれども、東京一極集中を是正す

るための対策として、国が地方創生総合戦略、地方創生法ということで時限法で作

った事業でございます。10 年経過しましたけれども、残念ながら、東京一極集中は

さらに加速したということで、国自体が、総合戦略、創生法については失敗だと国

が認めている、そんな状況でございます。さて、村についてでございますけれど

も、各自治体が人口減少、さあ、うちの村は、うちの町は、うちの地域はこんなと

ころですよ、さあ来てくださいって言いながらも、これ一般論ですけども、有識者

の話なんですけども、自治体が、さあいらっしゃい、さあ来てください、いいとこ

ですよと言いながらも、受け皿体制ができていないじゃないかというのが、これが

有識者の考えでございます。受け皿とはなんなんぞやと考えた時に、住むところで

す。住むところがないのにどうやって人を寄せるんだっていうのが有識者の考えで

ございまして、その話に、原点に立ち返った時に、空き家対策もそうかもしれませ

んけれども、住宅建築、建設は必要だというふうに私は考えました。そうした中で

ございますけども、単年度で 20、30 作るとは申し上げません。平準化という意味

合いも含めて、１年、２年かけながら数棟を建築しているところでございまして、

私もこれも常に議会で申し上げておりますけども、需要がある限りは供給していく

んだということでございます。村営住宅、３棟、４棟作っても、常にくじ引き抽選

というような、そんな状況でございますので、それ相応のものは引き続き続けてい

く必要があるものと、そんなふうに考えているところでございます。物理的にも、

住む所がないのに、受け皿が整ってないのに、村外県外に向けて、さあ来てくださ

い、さあいいところですと言ったって意味がないんじゃないかという、そういった

有識者の考え等々も参考にしながら、まず物理的な住まいということで考えてまい

りました。また、その議会と語る会の中でも、きっと村民の地域の課題というよう

なことかもしれませんけれども、踏まえて、空き家対策も踏まえて検討しながら、

繰り返しになりますけれども、私の立場でどこまで言っていいかわかりませんけれ

ども、住宅政策はそれ相応の重要な政策だと私は考えております。 
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◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） ここで国、中央のことを議論するつもりはありませんけども、

質問に関連しますのであえてお尋ねしますが、先ほど地方創生 2.0 に関連して、総

務課長、また村長も、東京一極集中ということを言われましたけども、その東京一

極集中に関しての認識と、あとメリット、デメリットをお伺いしてもよろしいです

か。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 地方創生法が今から 12、3 年前にできましたけれども、10 年経った 

経過の中ではさらに東京一極集中が進みまして、国自体が創生法は失敗だと、先ほ

ど申し上げました、今から 12 年、3 年前になぜ東京一極集中を是正しようかという

ふうに国が考えたかというと、今あまり耳にしませんけど、待機児童とか、あんま

り聞かないかどうか知りませんけど、待機老人というような言葉もあるぐらい、東

京では待機児童がいるぐらいに、東京、首都圏ですね。そういった行政の悩みがあ

ったと。その時に、じゃあ、地方はどうなんだというと、人口減少だ。少子化だっ

て、足りない。足りない。片や余ってる。余ってる。これはこの国策としてすべき

じゃないかと考えたのが私は地方創生法だと。これどこにも書いてありません、私

の１人考えでございますけども、これが地方創生の始まりだと私なりに考えたとこ

ろでございます。そういった意味合いでございまして、村にとりましても国の創生

法にいたしましても、人口減少対策、これは村として独自策として力を入れて進め

るべきだというふうに考えているところでございます。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） この東京一極集中に関してですけども、私自身は、このメリッ

トというのが、主に経済の効率化であったり、あとインフラの効率化などがありま

すけども、その反面、生活環境の悪化であったり災害リスクの集中、地方の空き家

や耕作放棄地が増加すること、また国土全体の有効活用が阻害されること、そし

て、地方が衰退することにより、山が荒れ、獣害被害が拡大し、森林が適切に管理

されず、山の保水機能が衰え、低下することによって、水害の原因となるなどのデ

メリットがあると考えます。当村にこの東京一極集中のデメリットを教訓として施

策を考えるならば、村営住宅の一部地域集中よりも、他の地域への建設というのも

あってしかりであると考えますけども、その点に関して村長の考えをお伺いいたし

ます。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 
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◯村長（染野隆嗣） 村内の住宅建築について、一極集中じゃなくて分散する考えについ

てどうかというような、そんなご質問かと思います。これも地区懇談会で私も申し

上げましたけれども、少し具体的な話になっちゃって恐縮です。短縮して言います

けれども、分譲地等々も踏まえて、若い方々が、夏和方面等々の方が魅力を感じる

ということでございまして、私はその方に、若い方に、どうして、もっと景観のい

いところもあるし、是非この周辺じゃなくてもいいじゃないかといったところが、

子供の小中学校も踏まえて、高校も踏まえて子供の通学を考えると、やはりこの道

路沿線がいい。女房に聞くと、通勤に利便性の高いこのオリンピック道路沿線がい

いという家族の話し合いということを直に私は若い方に聞きまして、確かに私たち

村全体を考えるならば、もっと景観がいいところもあるし、もっと耕作地もあると

ころもあるし、是非、ここじゃなくて、もっと私たちだったらもしかすれば景観の

方を優先するんじゃないかと私もずっと思っておりました。ところが、いざ実際に

分譲地や住宅を希望される若い方の、直接若い方のお話を聞くと、子供の通学、保

育園も踏まえて、利便性のいい箇所がいい。若いご夫婦でございますので、通勤

等々考えるならば、やはりオリンピック道路沿線がいいという声を直に私聞きまし

て、私なりになるほどと思ったそんな経過でございます。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 続きまして、建設経済課長と副村長と村長にお伺いしますけど

も、以前、同僚議員の質問の中で、馬曲のゴルゴサーティーンと言われまして、私

は赤面した、そのような質問があったんですけども、先ほども同僚議員から有害鳥

獣被害対策について質問がありました。先ほどの村長の挨拶文にもありました。農

業の衰退、農地の荒廃の要因のトップワン、ツーが有害鳥獣被害と担い手不足であ

ると考えますが、村内のある方が、収穫予定日の前夜に、獣により作物を壊滅させ

られ、もうこんな残念でやるせない気持ちを味わいたくないので、来年からは作り

ませんと言われていました。皆さんが有害鳥獣駆除に対してあてにされています現

在、猟友会メンバーで構成される有害鳥獣駆除隊ですが、先ほどもありましたよう

に、高齢化が進み、後継者の育成にも頭を悩ませているような状況であります。猟

銃の購入、維持にも多額の金額がかかること、また手間がかかること、弾代に至っ

ては、１人年間 20 万円以上もかかる隊員もいます。確かに、村長が言われる通

り、以前は趣味の団体の猟友会員でしたが、現在は若手隊員のほとんどが、使命感

から狩猟者登録をされているような現状です。しかし、残念なことに、現在のこの

体制を維持していくということは秒読みで不可能なところまできています。理由は
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いくつかありますが、先に述べましたものを含め、主に４点挙げられると存じます

が、まず１点目が、先ほど来言われています高齢化と若手人材の不足です。２点目

が、ウクライナの戦争開始後から高騰を続けている弾代を含めた猟銃の維持管理の

大変さ、負担増です。３点目が、１点目、２点目をもとに、隊員の家族の理解、協

力を得ることの難しさです。そして４点目が、村特有の地形の複雑さが相まって、

経験を積むための時間を作るのに、かなり自分を犠牲にすること、家族を犠牲にす

ることなどです。このような現状を踏まえ、今後の課題解決に向けた考えを、担当

課長、副村長、村長、伺えますか。 

◯議長（西沢哲朗） 高羽建設経済課長。 

◯建設経済課長（高羽哲夫） 小川村の農業におきまして、やはり鳥獣害被害というのは

大きな課題となっております。先ほど議員が言われたように、収穫直前で鳥獣に食

べられてしまうという事態は、私自身も去年実際に被害にあったものの１人でもあ

ります。そういった部分で、今後の農業をどうしようかというところまで考える方

もおられる中で、現在、猟友会の皆さんのおかげをもってですね、人的な被害のも

のと、それと農業被害と合わせて、今おかげでなんとかしのいでるというのが現状

かと思います。確かに、議員言われるように、現在の猟友会員の皆さん、高齢化し

ております。しかしながら、若い方もいる中で、本当に７年度におきましては全国

的にクマ被害多くあった中で、当村においてもたくさんの被害が例年よりもあった

わけでありますけれども、その関係で目撃情報があると猟友会の皆さんには多くの

出動をお願いしたところであります。そういったことで、本年度、８年度からの提

案としては、今まで１日単位の補助を１時間単位に上げさせていただいたのです

が、今、前回の委員会の時にも山本議員から言われた、弾代だってかかっているし

というようなこともお聞きしました。それから、若手の間での認識とベテランの皆

さんとの認識も違うというようなこともお聞きしました。そういった部分はです

ね、また今後ですけれども、やはり考えていかなければいけない部分かなというふ

うに思います。猟友会の皆さんの中、正副会長も含めて、そのようなお声が特には

なかったものですけれども、また今後そういうようなこと、現状等もですね、汲み

取っていって、猟友会と打ち合わせながら、猟友会員の皆さんがあまり過度に負担

にならないような手立てを考えていければというふうに検討していきたいと思いま

す。 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） 今、山本議員の方から課題と言いますか、問題点４点ご指摘い
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ただきまして、３点目の家族の理解と４点目の地理、地形の複雑さというところ

は、正直言って私あまり認識してなかったので、今反省をしているところです。た

だ、１点目と２点目、要するに経費の負担の問題と人材が少ないという問題につい

ては理解をしていたつもりでございます。経費については、近隣市町村、県の方で

もやはり経費の負担を抑えようという動きが見えておりますので、そのような動き

を村としても同調していく必要があるのかなというふうに思っております。人材に

つきましては、簡単に供給するということはできないのですけども、まだ長野県で

は少ないんですが、環境省の方で民間事業者が、その有害鳥獣を駆除する際にその

事業所に資格を与えるという制度を始めまして、１番分かりやすいところでは警備

会社のアルソックという民間事業者があるんですが、そこは全国的に、長野県内に

はないんですけども、全国の 78 カ所のところで資格を取っているというようなこ

とで、これから先、そういったその警備会社みたいなところが、こういう事業に乗

り出してくるケースもあるのかなというふうに期待をしてるとこでございます。国

としても力を入れているという分野でございますので、そういった事業者が出てく

るということに期待をしたいと、ちょっと消極的な答えですが、そのように考えて

おります。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 猟友会員等々の実態、体制、経費等々について、４点についての課

題が今、山本議員から質問がございました。先ほど大久保議員のところでもお答え

させていただきましたけども、昨年のクマ被害を受けまして 12 月の閣議決定され

ておりまして、今回は特別国会で予算が確定されるだろうと思いますけども、私も

これ国の財務省の職員から聞いている話ですが、新年度からガバメントハンター、

村の職員として雇うことができるかできないか別として、ガバメントハンター、人

材育成に対する経費については、国が財源を措置すると言われてます。また、今の

弾代も、檻やら、あるいは村内を回る人件費等々も踏まえて交付税措置されるとい

うことで、国がすでに新年度予算の中では閣議決定されております。まだ具体的に

実際の予算決定をしてるわけでもございませんし、詳細なものは文書ではまだ来て

おりませんけれども、県の職員からも同様の新たな取り組みについては私も説明を

受けております。ただ、私の申し上げたいのは、国も県もそれに対する人件費、経

費についてはそれ相応の措置を計画していると。それをいかに自治体が、小川村が

その財源を基にどんな対応ができるかというのはまさにこれからでございます。ま

た、実際に携わっている皆様方のご意見等を頂戴しながら、積極的に鳥獣害対策に
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取り組んでまいりたいと、こんなふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 2050 年に中山間地の集落の５割近くが消失する。これは国土交 

通省が 2050 年に、地方の多くの集落が無居住化するという、そのような予測を立

てているものです。当村においてはもっと早いペースですけども、私はこの国の政

策の中で、このような無居住化を促進する政策があると考えています。まず１つ目

は、土砂災害防止法です。土砂災害防止法によって特別警戒区域に指定されると、

原則、家の建て替えは困難となります。中山間地の広い範囲が特別警戒区域に指定

されており、木造住宅の耐用年数などを考えると、何も手を打たない場合、多くの

家で居住が困難となる可能性があります。そして、もう一つの政策が、当村には当

てはまりませんが、立地適正化です。いわゆるコンパクトシティーを目指すための

政策で、都市機能誘導区域と居住誘導区域を定め、そのエリアに住民サービスを集

中し、コンパクトで住みやすいまちづくりを目指すものです。当村においても高齢

者の独居世帯も増えており、集落に高齢者が１人というところも数多くあります。

また、最終的に集落を離れ、子どもの家や施設に入るケースもあり、集落を残す難

しさを感じます。当村においては、過去に一部の地域で集落移転の取り組みが実施

されていますが、県内町村においても８町村で立地適正化計画を策定しています。

このように、国の政策と実際の村のためになる政策とでは返りがあるのが実情で

す。どんな政策にしましても、陰と陽、メリットとデメリットがあり、現在の政

策、施策で村政の運営をしていった時に、この後 10 年後、20 年後、どのような村

になっていると考えられるのか。これはもう憶測の域を超えているかもしれません

けども、希望でも良いので考えを伺えますか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 今、様々な内容について、国の政策も踏まえて、今後、村の 10 年

先、20 年先がどうなんだっていうなお話でございます。かつては 10 年１昔と言っ

ていましたけども、今日に至っては５年ひと昔、３年ひと昔というそんな時代でご

ざいまして、さすがに今から 10 年後、20 年後と言われてもなかなか具体的なお答

えはできないわけでございます。まあなんて言うんですか。ちょっと中身のない返

答で恐縮でございますけれども、農地も踏まえて、現況をいかに継続していくか、

また、村の産業も村の歴史も村の経済も全てでございますけれども、いかに将来に

つなげていくかということでございまして、なかなか具体的なお話にならなくて大

変恐縮でございますけれども、村民皆様方と一丸となって、今の現状を引き続いて
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いく、また、時代にあった、時代の変化に即した内容も当然必要でございますけれ

ども、そういったことも踏まえて、相対的に地域の皆さん、若い方、高齢者の方も

踏まえて、さまざまなご意見を頂戴しながら村の将来につなげていきたいと、こん

なふうな思いでございます。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 少し、高市首相のあるメッセージを抜粋して読ませていただき

ますけども、後ほど村長から噛み砕いた見解をちょっと伺いたいので、先に読ませ

ていただきます。未来を与えられるものではなく、自らの手で切り開くもの、今の

日本に必要な言葉です。挑戦しない国に未来はありません。守るだけの政治に希望

は生まれません。希望がある未来は待っていてもやってこない、誰かが作ってくれ

るものでもない、私たち自身が決断し、行動し、作り上げていくものですという、

このようなメッセージです。ここで国政に関して質問する気はありませんが、これ

を村に当てはめて翻訳するならば、私も執行部の皆さんと同様に、昭和生まれです

が、最近はＡＩによる翻訳が主流の中で、あえて山本翻訳なるもので、小川村流に

翻訳させていただきますと、挑戦しない小川村に未来はありません、守るだけの村

政に希望は生まれません、希望ある未来は待っていてもやってこない、誰かが作っ

てくれるものでもない、私たち自身が決断し、行動し、作り上げていくものですと

単純にこのようになるわけですけども、この村政運営にあたり、安定さが最も大切

な中で、改めて村政運営に関し、首相のメッセージを踏まえた上で、基本的な村政

運営に関しどうあるべきか、見解をお伺いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 今、高市首相のメッセージでございましたけれども、私も、詳細な

文面は出てきませんけども、確かにそう言っていたものも頭に残っております。そ

れを村に置き換えた時にさあどうなんだということでございますけれども、過疎町

村、人口 2 千数百人の村であっても、まさに同じことでございまして、今を継続す

るばかりではなく、その時代時代の背景に沿った内容のものに、新たなものを取り

組んでいく必要があるものと私も思っております。まさに、今のものを、現状を維

持していくだけでは、夢もなければ、また若い人たちにとっても魅力がございませ

ん。さて、それは何なのか、それがどういったことなのか、どんな施策であるかは

別として、確かに村も変えていかなければなりませんし、先ほど申し上げました通

り、時代背景に沿った村政運営をしていく必要があるものと考えております。１点

だけ具体的に、１点だけ具体的なことを申し上げますと、先ほどびっくらんどのお
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話がありましたけれども、これも私、議会で申し上げておりますけども、もうハー

ド事業の時代ではないと、物を作る、建物を作るという、そういう時代ではない、

ソフト事業、いかに住みやすい地域にしていくか、ソフト面の充実というのは大事

だというふうに申し上げました。ハード事業はやらないと言っている意味じゃない

んです。先ほども村営住宅作っても維持費、管理費がかかってくじゃないかという

話が出ましたけれども、住宅は維持管理費かかりません。私、住宅を建てています

けれども、元をとるって言ったら行政でそんな言葉ありませんけれども、村営住宅

の住宅使用料で元をとると言ったら行政で不適切だけど、建築費のことを言うなら

ば、10 数年で建築費、住宅使用料で建築費になるんですね。私の申し上げたいの

は、住宅は建てます。維持管理費がかかりません。ハード事業をやります。今後、

それに対する維持管理費、ランニングコストはかからない事業に、ハード事業もそ

こに着手するそこに財源を投入すべきだと私は考えております。ハード事業、物を

作りました。維持管理費、人件費、関係経費が数千万かかってく。具体的に言うな

らば、びっくらんどは特にそうなんですけども、そういったものは決してこれから

はそういったハード事業はできません。しかしながら、住宅には、維持管理費ゼロ

とは言いませんけども、住宅使用料で十二分に間に合いますし、建築費そのものが

10 数年で住宅使用料で賄えるというなことでございまして、私の申し上げたいの

は、維持管理費のかからない、ランニングコストのかからないところにハード事業

も力を入れていくべきだということで申し上げました。まあ、先ほどの答弁とちょ

っとわからなくなってきましたけれども、村としての挑戦、これから未来にどうす

るんだということで申し上げるならば、維持管理経費、ランニングコストのかから

ないところにハード事業はかけていく。それから、私の、根本的にハードじゃなく

てソフト事業、こんな政策が必要じゃないか、鳥獣害もそうですけども、そういっ

たところに財源を、そういうところに力を入れてくこんな気持ちでおります。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） 最後ですけども、この安定した村政運営を行うために２点だけ

最後質問させていただきます。１点目が、担当課長にお尋ねしますけども、上下水

道の経営戦略の策定を今定例会にお示しできるっていう話でしたので、その進捗状

況をお伺いします。２点目が、財政推計に関してですけども、副村長も以前、今年

度にはっていう話でしたので、その進捗状況を合わせてお伺いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 高羽建設経済課長。 

◯建設経済課長（高羽哲夫） 策定の方は出来上がっております。ですのでどのタイミン



 

 40 

グでお示しするかですけれども作成しております。当面の見通しとしましては、や

はり繰入などもありますので、その辺の関係から、見直しの関係では、当面する事

業の見込み等から５年以内に水道料金、下水道料金ともに値上げは必須というふう

に出ております。で、その後につきましては、一気に値上げというわけにはいきま

せんので、５年スパンで上げていくという当面の計画を作成したところでありま

す。 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） 財政推計につきましては、大変お待たせをいたしましたけれど

も、今議会でご報告できるような形でまとめてあります。ただ、今回の財政推計は

小川村で初めて作った財政推計でありまして、言わば試作品と言えるレベルのもの

かなというふうに考えております。今後、一定期間ブラッシュアップしながら何回

か作っていくともう少し精度の高いものになろうかと思いますけども、きちんと委

員会等でご説明できるレベルには仕上がっているというふうに自負しております。

以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 山本 陵議員。 

◯９番（山本 陵議員） では、委員会において説明をしていただく、また資料を提出し

ていただくことお願いして、私の一般質問を終わります。 

◯議長（西沢哲朗） 以上をもって９番山本 陵議員の一般質問を終結いたします。 

ただ今、一般質問の途中ですが、暫時休憩とします。再開は午後２時丁度としま

す。 

（午後１時 52 分） 

（休   憩） 

（午後１時 59 分） 

◯議長（西沢哲朗） 休憩を終わり、引き続き一般質問を行います。11 番松本敏照議員 

の一般質問を許します。11 番 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） それでは、通告に基づきまして、私の地元高府地区の方々か

ら、私らに代わって村長さんに聞いておくらいという事柄を中心に、地区の皆さん

に代わって質問いたします。質問の内容は、一部、一般質問初日、そして本日、同

僚議員がすでに質問したテーマと重なりますが、内容の重複を避けた上で、視点を

変えて補足的に質問いたしますので、ご了承いただきたいと存じます。本日、伺い

たい質問のカテゴリーは、次の３つであります。１つ目は、新年度予算に関する質

問です。これについては、令和８年度当初予算について、予算策定の根幹となった
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基本方針と、その中で政策的に最も重要と位置付けるものは何か、また、部局、課

別に当初予算案における基本方針と、それに沿った主要施策をお尋ねするもの。そ

して、予算の最後は、農林公社みらいの概算要求段階における予算編成方針と、現

時点における新年度事業計画の骨子について伺います。２つ目は、３期目を目指す

染野村長の政策ビジョンに関する質問です。これまでの２期８年間を通じた公約の

達成状況を伺います。また、その公約達成状況を踏まえ、具体的な政策の実現効果

はどの程度であったか、現状、それをどう評価していらっしゃるのかをお尋ねしま

す。そして、本村が現在抱える政策課題を、短期課題と中期課題に分けた上で、極

力優先順位を設けて具体的にお聞かせいただき、また、本村が目指すべき将来像を

含め、村長のビジョンに沿った目標政策、最重要政策についてお尋ねします。３つ

目は、一般質問のたびに問題提起している人口減少対策に関する質問です。今回

は、地域公共交通を保管する福祉有償運送の可能性についてと、類似の補完的交通

手段の検討について伺います。また、新年度から本格実施される３歳未満児対象の

子ども誰でも通園制度の詳細をご説明いただき、子育て支援充実による人口の自然

増政策を伺います。続いて、本村学習塾、おがわ未来塾の利用状況と将来展望につ

いて伺います。人口減少対策の最後には、特別交付税措置を活用した地域おこし協

力隊、集落支援員の採用促進に関する質問を行います。どうぞよろしくお願い申し

上げます。最初に、染野村長に新年度予算の根幹となった編成方針を伺いたいと存

じます。 

◯議長（西沢哲朗） 答弁願います。染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 最初に、令和８年度新年度予算について、編成方針、根幹となった

内容等についてというお尋ねでございます。これも冒頭、召集のご挨拶でも申し上

げましたけれども、新年度予算は政策的経費を除いた骨格予算を前提としている内

容のものでございますので、お願いをいたします、具体的にですね、予算編成方針

ということで活字にして申し上げた内容で申し上げますけれども、予算編成方針に

つきましては、具体的な重点事業としては、地方創生に向けた人口減少対策に力を

入れることとし、産業振興と地域の活性化の推進、２点目が保健医療福祉の向上、

３点目が生活環境の充実、４点目が観光振興、そしてもう１点が子ども子育て支援

に力を入れた予算編成ということでお願いしてまいりました。具体的な内容という

ことで、ちょっと根幹となった内容ではございませんけれども、不用額をできるだ

け生じないよう、不用額といっても、節約して残った場面やら様々でございますけ

れども、一概に不用額ということではなくて、不用額を極力減らすことによって、
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他の事業ができるのじゃないかということで、予算要求の際に、無駄に膨らませた

要求ではなくて、ギリギリの予算内容にし、その分また新たな他の事業に回せるこ

とができるので、極力ギリギリの予算要求をお願いしてまいりました。その他です

ね、これも議会一般質問でもよく出ることなんですけども、補助事業は毎年毎年増

える一方でございますし、その施策の目的が達成した補助事業等々の見直し、取り

やめも踏まえて、それぞれの担当部署ごとに、実際してる補助事業の見直しもしっ

かりとやってほしいということで申し上げました。最後にもう１点でございますけ

れども、これは日頃、地域要望、住民要望等々来ているわけでございますけれど

も、そういった事に耳を傾けること、それから私も一般質問で、検討する、実施す

る、様々なお答えをさせていただいておりますけれども、そういったことにも十分

予算要求の際に反映してもらいたいという、そんなことを申し上げました。議会一

般質問を踏まえて、通常より、議員の方から頂いてる方針、区長組長会、地区懇談

会、地元の地域の皆さんの地域要望も踏まえて、それも予算要求の中で反映してい

ただくようにお願いし、新年度予算に向けたそんな状況でございますので、お願い

いたします。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 一般質問の初日、同僚議員の新年度予算の骨格はの質問に対し 

て、村長は、橋梁点検長寿命化工事に 4,000 万、小学校の給食無償化に 600 万と、

長野市営バス高府線の本村負担金が 780 万、市町村災害共済への全村民加入掛け金

で 87 万、すこやか成長祝金事業に 234 万円、鳥獣被害防止策設置事業に 424 万円

と補聴器購入補助金に 50 万、区の交付金等に 405 万という県や国関連の新しい政

策を含むものと申されました。冒頭、政策的経費は計上していないというふうにお

っしゃいましたが、今お聞きした基本方針に沿って、村政３期目の主要政策に沿っ

た予算の注目点と言いますか、トピックスがあったら教えていただけますか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 具体的な新年度新たな事業ということで、橋梁点検長寿命化計画に

始まり、何点か前段の昨日の内容でご答弁させていただきました。これ、国の政策

であったり、先ほども申し上げましたけれども、地域要望等反映するものというこ

とで、新たに増額、新たに新設した事業ということで申し上げたものでございま

す。その中、まだ正直言って政策的経費ということでございまして、私の任期あと

１カ月でありますので、後についての政策的な経費は除いたところでございます。

予算の中で、重要政策とか優先順位みたいなお話がありましたけれども、これ、
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私、口先でうまいこと言うわけじゃございませんけれども、その行政施策に優先順

位はございません。どれも、どれをとっても欠くことない重要な政策でございまし

て、これがナンバーワンだ、これがナンバーツーだというものはございません。た

だ、松本議員のおっしゃることは、新たな政策で何にっていうことだと思うんです

けども、それについては骨格予算ということで今回提出してありませんので、お願

いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） それでは次に、部局、課別に当初予算の基本方針、国や県の政 

策に基づく予算措置を除いた、村独自の方針に沿った予算トピックスがありました

ら、教育長から順に聞かせていただきたいと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 北田教育長。 

◯教育長（北田愛治） 村長さんからの予算編成方針、骨格予算を踏まえ、学校各施設の

整備充実、また各施設の目的達成のための、学びに関わる環境整備や、その充実に

努めるということを心がけて予算要求をしてきております。例えば、学校教育なら

ば、安心安全な学習環境整備、また自ら学び、知、徳、体を身につけていけるよう

な学習環境整備、保護者が安心して託せる教育環境整備、施設の整備や人の配置、

教材、教具、学習のソフト面の充実というような面に心がけて予算要求を行ってき

ております。具体的には、まず学校関係では、小中の校舎のＬＥＤ化、それから小

学校１人１台端末タブレットの更新、ＩＣＴ環境整備、ソフトの充実、それから小

学校給食費の無償化、これは、無償化という言葉は３党合意で、どうも完全な学校

給食の無償化を想起させるので、抜本的な負担軽減というふうに言うんだそうで

す。無償化ではなくて抜本的な負担軽減策、月 5,200 円の 11 カ月分出ますが、そ

れでは今の給食費足りませんので、その差額分と、中学校の給食費半額補助という

ようなのを予算要求してきております。それから、社会教育施設については必要経

費に抑えてあります。以上でございます。 

◯議長（西沢哲朗） 大日方総務課長。 

◯総務課長（大日方浩和） 総務課につきましては、先ほど教育長も言っておりました

し、基本が骨格予算でありますので、それを基に考えておるところでございます。

総務課で所管する予算の中で、重要施策として取り上げれば、まず、総務費とし

て、この役場庁舎管理費で、冷暖房用のボイラーの修繕、それから庁舎内の電話設

備の更新であります。また、諸費で、これも先ほど出ておりましたけれども、交通

災害共済の掛け金の全住民の公費負担、それから地域公共交通維持確保の事業で長
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野市営バス高府線の運行経費の負担、これは本当に新たに出てくるわけですけれど

も、そういう部分であります。また、消防費では、消防ホースの乾燥塔の更新、そ

れから防火水槽の新設２基というものであります。それで、村営バスの特別会計で

は、スクールバスの運行路線を増にしますので、それに伴う委託料の増というよう

な状況となってるとこであります。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 高木住民福祉課長。 

◯住民福祉課長（高木一仁） 福祉施策におきましては、よくゆりかごから墓場までと言

われますが、そちらの考え方に基づきまして、子育て世帯から高齢者まできめ細や

かに生活を支える受け皿の整備を意識した予算計上とさせていただいております。

具体的には、子育て世帯に対しましては、保育サービスの充実として、誰でも通園

制度を実施するとともに、すこやか成長祝い金の支給額も拡大する予定でありま

す。高齢者向けには、高齢者補聴器購入補助制度を新たに創設、また、障害者福祉

サービスにおいては、障害者福祉タクシー利用券の増額を予定してございます。ま

た、住民の生活に直結するものでありますが、生活環境支援ということで、蛍光管

や乾電池の常時回収など、日常生活での利便性の向上や、環境配慮にも取り組んで

まいりたいというように思っております。これらの施策を通じ、少人数の自治体だ

からこそ可能なきめ細やかな支援を実現し、すべての世代が安心して暮らせる地域

づくりを進めてまいりたいというように考えております。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 高羽建設経済課長。 

◯建設経済課長（高羽哲夫） 建設経済課の主要施策ということでありますけれども、例

年行っているものということでございますので、農林水産業費につきましては、指

定管理者に要望がありました老朽した部品等の更新を行って、施設の継続した活用

の支援を行ってまいります。それから、観光費におきましては、令和７年度は村発

足 70 周年を記念して予算的に充実したイベントとなりましたけれども、令和８年

度は観光協会を中心に、各イベントの実行には、定期的に開催することになった理

事会により、限られた予算の中で知恵を出し合い、充実したイベントとなるよう取

り組んでまいります。土木費では、５年に１度の橋梁長寿命化計画を策定年度とい

うことであります。この計画がないと補助金がいただけないという実情もございま

す。安全な橋梁の継続のため計画を作成してまいります。簡易水道事業につきまし

ては、老朽化した薬師浄水場の電気設備と機械設備の更新並びに大久保橋架け替え

に伴う水道管架設工事を行い、安定した水道水の供給に努めてまいります。また、

下水道につきましても、同じく大久保橋架け替えに伴う下水道設備の布設替え工事
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を実施してまいります。以上が建設経済課の当初予算の主要施策でございます。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 予算に関する最後の質問は、地方創生、小川村の再生において 

重要な分野に教育、子育て、医療、福祉、産業振興などありますが、本村の農林業

振興や農地の保全、遊休農地の解消などの地域活性化を担い、複数の公の施設にお

いて指定管理業務を行っている一般財団法人農林公社みらいの概算要求段階におけ

る予算編成方針と、理事会前ではあろうかと思いますが、現時点における新年度事

業計画の骨子について、理事長である副村長に伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） 同様の質問を昨年度の３月議会でも頂戴したというふうに記憶

をしておりまして、農林公社の理事会前なので詳しい回答は差し控えさせていただ

きますというふうにお答えした覚えがございます。とは言いましても、村から予算

をいただくわけですので、あまりにも素っ気ない回答をしてしまったなというふう

に１年間反省をしてきたところでございます。そこで、今回は多少踏み込んだ回答

をさせていただきたいと考えております。予算編成方針ですが、農林公社の予算編

成方針と言いましても、やっていること自体は変わるわけではありませんので、基

本的に、ずっと一貫しているんですが、農林公社に与えられた役割を果たせるよう

にする。これが重点的な基本方針です。そのためには、なんと言っても人員配置を

きちんとできるような人件費、そして機械器具類がちゃんと使えるように、機械器

具をきちんと更新していくという、この２つで仕事ができるようにしていく。で、

最後に適正な受益者負担をいただくということで、農林公社の不要な赤字を出さな

いようにする。村への負担を、適正な負担をお願いできるようにするということを

基本として、村の方に予算要求をしているというのが予算編成の基本方針でありま

して、これは私が理事長になってからずっと変わっておりません。そして、骨子で

すが、ここで詳しい数字を出すことは控えさせていただきたいと思っておりますけ

ども、農林公社の農作業受託部門、それから堆肥センターの運営部、豆福亭等の加

工施設部門、そして農機具の管理部門、クラインガルテンの管理部門、それから薪

の販売等農林産物の販売部門という６部門ございまして、この６部門につきまして

は、基本的に、骨子と言いますか、メインとなるものはもう毎年同じでありまし

て、特段８年度に向けてここを大きく変えたというようなことはございません。た

だ、変わっているところといえば、受託作業の単価を上げさせていただきますとい

うふうに事前にみらいニュースでお伝えしましたけれども、その部分を理事会で予



 

 46 

算としてお諮りし、承認していただいて進めていきたいというふうに考えてるとこ

でございます。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） １年前の３月定例会の時にご答弁いただきましたが、私も、事 

業計画がないのに予算だけ先行するということはあり得ないし、ある程度の、特に

受託先で堆肥センターとかは、中長期的に、今後村としてどう取り組むのかという

方針に基づく予算かなというふうに考えたものですから、いわゆる理事会に諮る前

の事業計画であっても、その点に触れてるところがあったら、是非お聞かせいただ

きたいなというふうに考えて、今年もまた質問をいたしました。大きな公の施設の

受託先に関わる、いわゆる事業計画の方針の変更はないという理解でよろしいでし

ょうか、 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） 来年度につきまして、大きな方針の変更はございません。以上

です。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 今の農林公社みらいの事業計画やら、骨子やら、予算の考え方 

について、村長お聞きになって、一応、村の農林業振興政策にはなくてはならない

みらいがありますので、その公社に担っていただく、今後の農林業振興に向けた考

え方とか、あるいは今現状をどんなふうに評価されているのか、お聞かせいただき

たいと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 農林公社の新年度予算の概要については、先ほど理事長の方から申

し上げた通りでございます。農林公社の基本的な考えでございますけれども、基本

的には、農林公社自らが農地を開発して、自らが耕作して、自らが利益を上げると

いうことが前提ではなく、村内の農家の皆さんのご支援、村内の農家さんの農業作

物の作業のお手伝い、受託事業というようなことになりますが、それが基本でござ

います。自らが農業経営をするのではなく、村民の農家の方の支援をするというこ

とが根本策だというふうに考えております。さて、そこでですが、どこまでできる

のか、じゃあ受託事業で単価をどうするのかってのは大変難しい場面もあるかと思

いますけれども、すでに公社がスタートして 12 年、３年が経ちますけれども、そ

んな考え、基本的な構想のもとにスタートし、今日に至っていると、こんな状況で

ございます。 
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◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） それでは、予算を離れて２つ目の質問テーマに移りますが、染 

野村政２期８年の公約の達成状況について、村長の自己評価を伺わせていただきま

す。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） ２期８年間でございましたけれども、大変村民の皆様方のお力添

え、ご理解やらご協力いただきながら１カ月を残すのみとなりました。もちろん当

たり前でございますけど、前後いたしましたけれども、議会議員の皆様方にもです

ね、様々な分野で議論、検討を重ねて、２期８年が間もなく満了というようなこと

でございまして、関係者の皆様方に改めて心より感謝と御礼を申し上げる次第でご

ざいます。２期８年振り返ってどうなんだという、どんな思いでいるかというよう

な、そんなお尋ねでございます。ざっくりで申し訳ございませんけども、８年間の

うちの３カ年はコロナ禍、コロナ禍がいくらか和らいできたかなと思った途端の大

激甚災害、２年続けての災害発生というようなことで、そんなことが大きな流れの

中でありました。そうした中でありますけれども、私もよく申し上げてますけれど

も、行政課題は次から次、新たな課題が発生すると申し上げましたけれども、そう

した中で申し上げるならば、コロナ禍の国の支援事業を財源とし、診療所の大改修

をさせていただきました。また、２年ほど前になりますけども、考えていなかった

歯科診療所の閉院、新たな歯科診療施設の建築、また、直近で言うならば、ちょう

ど１年ほど前になりますけれども、ここ、公共交通の撤退という、そんな新たな課

題も生じたところでございます。また、先ほど来出てます住宅政策につきまして

も、議会の皆様方のご理解をいただき、８年間の中では鶴牧田地籍に４棟、そのあ

と大久保、釜蓋等々にもそれぞれ建築をさせていただき、それぞれの皆様方にご利

用いただいてるというような、そんな状況の中でございます。反省で言うならばで

すね、どうしても何やったんだって言われるとハードの方に目がいってしまいます

けれども、先ほど来課題に出ています農業振興はどうだったのか、あるいは産業振

興どうだったのか、地域要望はどうだったのかというふうに自問自答としますと、

それが村民の皆様方の地域の要望に対して、どのくらいのものが要望にお応えでき

たかとなると、決して十分ではなかったなと、そんな思いがしてるところでござい

ます。先ほど来申し上げますけれども、地域要望にしてもですね、地域性があった

り、それこそ道路修繕だって優先順位がこっちの方がもっとひどいぞっていうなこ

とがあったりして、そういうこともあるわけでございまして、一言で言うならば、
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村民の皆様方のご要望に十分お答えできなかったんじゃないかという、そんな反省

が大きいところでございます。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） あえて点数的な評価を求めて恐縮ですが、100 点満点では何点

ぐらいというふうに自己評価されておられますか、 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 申し訳ございませんが、点数はご勘弁いただきたいですけど、まあ

半分の 50 点は超えたかなと、そんな思いでおります。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 十分及第点かなと思います。政策に優先順位を付けることは難 

しいわけですが、政治経済社会情勢が変化する中で、政策の優位性、重要性、緊急

性などを考慮して５ランク程度の優先度を設けた上で政策執行していただくことが

望ましいかなというふうには、一般的には考えられておりますが、それは、求めら

れるところと、限られた予算とリソースを、その重点分野に配分することが多分、

地方行政の上では不可避かと思います。政策分野におけるその選択と集中という戦

略が、本村の成長、発展には不可欠と私は考えますが、村長はどのようにお考えで

しょうか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） ご指摘の通りでございまして、村政運営、様々な課題があるわけで

ございますけれども、限られた予算でございまして、どこに重点を置くかっていう

のは当然あります。そうは言いながらも、そうは言いながらも、行政、継続でござ

いまして、私が継続だと言っている意味は、行政運営は決して思いつきでもござい

ませんし、もっと具体的に分かりやすく言うならば、振興計画、村の最上位計画で

あります振興計画があります。５年ごとに更新されます過疎計画があります。先ほ

ど来出ている公共施設の管理計画があります。防災計画があります。橋梁計画もあ

りますし、細かいものまで含めると、自治体で出来てる計画は 200 を超える計画が

あると言われております。もちろん、国の補助事業を受けるために、計画がなけれ

ば補助が受けれないために作るといった計画も踏まえてでございますけれども、大

変多くの計画があります。１番最上位計画が振興計画でございまして、これも議会

の議決をいただいている計画でございます。今回の３月定例議会に出てる過疎計

画、これも議会の議決を要する計画でございます。そうした計画に基づいて、村政

運営、事業運営をしているわけでございまして、大きく変わることはありません。
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それを捉えて、私は、行政は継続というふうに申し上げてるところでございます。

ただ、そうした中ではございますけれども、先ほど来申し上げてますけども、災害

が発生した。公共交通がストップした。それはもう計画というよりも、突発的と言

ったら語弊でございますけれども、常に新たな行政課題が次から次から次へと出て

くるのが行政でございます。目の前に出た新たな対策、課題を乗り越えて、また新

たに発生する、新たに発生するだろう災害に、新たに発生する行政課題に、どのよ

うに取り組んでいくかというような、そういったことが重視されるだろうと思って

おります。改めて言うならば、重ねてでもございますけれども、大きな、多くある

計画に基づいた行政運営であるものと考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 村長が目指すところも、いわゆる本村において重要な振興計画 

とか過疎計画、これはもうほんとに、交付金に紐づいてもいますが、行政運営上な

くてはならない重要な計画ではあるとは思います。その上で、いわゆる各所の計画

にも触れられているかもしれませんが、村の将来を考えて、この先まだ２期途中と

おっしゃいました、３期目を目指していらっしゃる首長としての、村長の将来ビジ

ョン、これを２、３、重要な点含めてお聞かせいただきたいと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 今の立場でですね。任期があと１カ月のみということでございまし

て、３期目については、考えは述べておりますけれども、これからでございますの

で、どこまで申し上げていいかどうか本当に悩んでしまうところでございます。そ

うは言っても、考えがあるわけでございまして、かいつまんで一言だけ申し上げた

いと思います。これも先ほどの一般質問の山本議員の中でも触れていただきました

けれども、私もこれは議会では常々申し上げていますけれども、村の優先順位は、

行政課題に優先順位はありませんけども、小川村発足、昭和 30 年に発足来ずっと

行政課題であったのが過疎対策であり、人口減少対策でございました。これはずっ

と続くだろうし、これも最重要課題で、常に常にですね、今までもこれからも重要

課題であることには変わりないと私は思っております。これも山本議員の時と重複

してしまいますけども、人口減少人口減少、住宅住宅って、お前他に考えねえのか

って言われますけれども、人口を増やすためには住宅だけではダメですね。生活環

境を整えるためには、道路整備、環境整備なくして豊かな生活はできません。農業

振興、商業振興、工業振興、いわゆる産業振興なくして生活はできません。また、

高齢者が増える中でございますけれども、福祉、医療、介護の充実がなければ安心
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して老後を迎えることができません。全国的な課題であります。これも午前中の山

本議員のところでございましたけれども、少子化対策、少子化対策と言っても、子

育て支援策なくてはダメです。また、教育行政もですね。村にあった子供に学力を

伸ばしていただける、そんな教育行政も必要でございます。私の申し上げたいの

は、すべての行政があって初めて人口増に結びつけるんだということでございまし

て、それには優先順位がございませんと、こういう考えでございますので、お願い

いたします。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 先ほど私が申し上げました行政の政策執行上優先度のランクを 

お考えいただいて、今後ちょっと、３期目を進めていただければいいかなと思いま

す。今、村長がいみじくもおっしゃいました人口減少対策に関する質問がその３つ

目でございまして、人口減少に歯止めをかけるには、子育て世代の流出防止と子育

て世代の流入、定住促進、いわゆる社会増を図る一方で、人口自然減のスピードを

緩和すること、すなわち、高齢者に健康で長生きしていただくことが重要かと思い

ます。子供養育費用の無料化、教育環境整備など、独自の子育てしやすい村づくり、

地域づくりが成功の鍵になることは、全国自治体の成功事例を見ればわかるかと存

じます。過疎の中山間地を抱える政策課題や社会問題を１つ１つ解決し、若者や女

性にとって魅力ある地域社会を構築することが、人口の流出を防ぎ、定住を促す結

果、消滅可能性自治体からの脱却と同時に、直接的、間接的に人口減少対策につな

がると私は信じております。今回は、４項目についてお尋ねします。まず、新年度

から始まる長野市営バス事業によって、従前に比べて高府線の平日運行ダイヤが改

善したことは、関係する皆様のご尽力によるところと感謝申し上げるとともに、心

より敬意を表します。ただ、利用者が少ないと見込まれるとはいえ、土曜日を含む

休日ダイヤが復活しなかったことで、政治的にはすぐにも着手しなければならない

課題が残ったと感じております。それは、初期の自動運転社会の前段階で浮上する

自治体や社協主体の有償福祉運送、通称ボランティアタクシーとも言いますが、か

というふうに私は考えております。あくまでも地域公共交通を補完する目的で、そ

の利用が困難な人向けに県内でも、長野市や松本市の周辺部で運用が始まっていま

す。このような交通手段と言いますか、これについて村長はどんな認識を持ってお

られるか、お聞きします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 公共交通のお話でございまして、福祉有償ボランティア、福祉有償
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ボランティアタクシーの可能性、長野市、松本市等々ではすでに動いてるという、

そんなお話でございます。ちょと見る限りでは、例えば長野市の社会福祉協議会で

あったりボランティア組織であったり、そんなところの対応というふうに認識して

おります。さて、小川村でじゃあそういうことは可能かどうかということになりま

すと、それを利用する、必要とする、あったにこした事はないでしょうけれども、

日常を考えた時に、どのぐらいの方々がそれを利用していただくのか、また、じゃ

あそれを支える人的な対応ができるのかどうかと考えた時に、ちょっと難しい部分

があるんじゃないかと私は思っております。だから、村内で、村で有償福祉タクシ

ーを運行するというのは、今申し上げました通り、利用する方々がどのぐらいおら

れるのか、それに対応していただく方が、組織として立ち上がるのかどうか大変難

しい部分があるだろうと思ってます。じゃあお前は何も考えてないのかということ

になるかもしれませんけれども、私の申し上げたいのは、今ある村のデバンドバス

であったり、福祉バスであったり、今ある事業をいかに村民の方々に、より有効な

利用ができるようにこうしてほしい、ああしてほしいということに、改善するとこ

ろに目を向けたいというふうに思っていまして、私の、今の、先ほど来繰り返して

しまいますけど、任期が 1 カ月でございますので、次年度以降のことは申し上げま

せんけれども、これまでの流れということで申し上げましたけれども、新たな事業

を模索するよりは、今ある事業を有効に改善し、地域の皆さんの要望にお応えして

いくのが先決ではなかろうかと考えていたところでございます。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 本村にとっては、今は緊急の課題ではないかもしれません。た

だ、ここ１、２年で訪問診療とかが進めば、その考え方はまだしなくてもいいかも

しれませんが、社協主体で、長野市や松本市の周辺部で運用が始まっているこのボ

ランティアタクシーというのは、ちょっと研究してみるに値するかなというふうに

私は考えております。そうこうしてるうちに、初期の自動運転社会に入るかもしれ

ませんが、一応私も 70 を目前にしまして、そろそろかなと、車も手放したり、公

共交通を利用できない健康状態になってしまった後にどうするかなということを考

えました時に、ついそのようなことを考えておりますが、先の衆院選長野県２区で

初当選した藤田代議士が公約し、市長が地方創生の一環として掲げる中山間地対策

は、この生活サービスインフラの維持と、地域資源である水源や森の活用などであ

ったと思います。中山間地における交通インフラの整備に向け、交付金頼みでもい

けませんが、今から研究することが大切なことかなと考えておりますので、ぜひ研
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究をしていただきたいというふうに考えます。 

次に、新年度から本格実施される３歳未満児対象の、子供誰でも通園制度の詳細

をご説明いただき、国による新制度が始まるのに合わせ、今後さらに子育てしやす

い環境づくりに向けた村独自の支援策があるのかないのか、これをお尋ねします。 

◯議長（西沢哲朗） 高木住民福祉課長。 

◯住民福祉課長（高木一仁） それでは、子ども誰でも通園制度についてと、村の考えと

いうことで述べさせていただきます。本制度は、国が創設した子ども誰でも通園制

度であり、保護者の就労要件を問わず、一定時間まで未就園児が保育所等を利用で

きる仕組みとなってございます。対象は０歳６カ月から３歳未満の未就園児であり

ます。利用時間は月 10 時間を上限として実施されます。これは共通項目となろう

かと思います。利用料につきましては、子ども家庭庁より標準として１時間当たり

300 円程度とすると示されており、村もこれを適用し、時間 300 円を保護者にご負

担いただく、このような仕組みとなってございます。実施施設は、保育園や認定子

ども園、小規模保育事業所等のうち本制度に参加する施設でありまして、本村にお

きましても保育園が整備を進めているところであります。本制度は、孤立しがちな

在宅子育て家庭への支援、また早期からの集団経験の機会の確保、さらには児童虐

待の未然防止といった観点から、重要な政策であるということで認識をしている

と、こんなことであります。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 国によるこの新制度に、始まりに合わせて、さらに追加して、 

関連事業で村独自に考えている事業は特別ないという理解でよろしいでしょうか。 

◯議長（西沢哲朗） 高木住民福祉課長。 

◯住民福祉課長（高木一仁） 議員の見込みの通りであります。まずはしっかりと足元を

固めてから、村独自の施策を設けるかどうかを判断させていただきたいと考えてお

ります。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 続いて、令和４年度から開講して、小学４年生から中学３年生 

   を対象とする土曜おがわ未来塾と中学生を対象とする放課後おがわ未来塾の利用状

況について、開講年度から直近までの学習実績を時系列で対象年次別に開示を求め

ます。 

◯議長（西沢哲朗） 北田教育長。 

◯教育長（北田愛治） 土曜おがわ未来塾、それから放課後おがわ未来塾の利用状況につ
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いてのお尋ねでございますが、若干開設当初からの経緯をお話ししないと詳細はお

分かりにならないかなと思いますので、少し時間をとって説明させていただきます

がお許しください。人口対策それから移住対策で、私は従来から、子どもが育つ、

学力が伸びる、個性が伸びるという実感こそ移住対策のきっかけになってくるので

はないかなというふうに思っております。そんな中、令和３年の 10 月、村長より

公設学習塾の開設の是非の話がありました。塾がなく、長野市の私塾まで通わざる

を得ない児童生徒がいる現状の中、村が主導で、学力の向上を願う児童生徒及び保

護者の要望に応えるべく、塾の開設ができないかというものでした。実は、その年

の２月にもう教育委員会では、２月の定例教育委員会で学習塾について話をしてお

りました。再度、11 月、村長の話を受けて、定例教育委員会で協議し、アンケート

の実施や講師等誰にするか、対象等を協議して、令和４年の４月開設むけに向けて

努力していくというふうに、残りあと４カ月もない間に準備しようというふうに考

えました。その年の 12 月 20 日、塾の講師を大学生に依頼できないかということ

で、交流のあった信大教育学部の宮崎学部長と千野数学の教授に相談に行きまし

た。その中で、学部間連携より全学連携がいいだろうということで、宮崎先生から

平野副学長、本学の副学長さんの方に連絡しておくという返答をいただきました。

その日の夕刻、帰庁しますと、もうすでに平野副学長さんから、私のところに電話

がありました。翌日電話をいただき、内容は、北田さん協力いくらでもするよと、

係と連絡しておくからそこに連絡するようにという指示を受けました。その後、係

の人と連絡を取り合ったりして進めてきております。１月、アンケートを実施しま

した。要望があると、ニーズがあるということが判明しました。３月までの間、先

行実施の町村の実態把握や、様々な自治体との連携で、他のところ、学習面だけじ

ゃなくてほかの授業でできないかということも模索しましたが、どうも無理という

ことで、教育、学習面に特化して連携してった方がいいだろうということで、教職

支援センターの新井先生を紹介していただいて、現在に至っております。形態とし

て、先ほど議員さんの方もお話されました２つ、土曜おがわ未来塾と放課後おがわ

未来塾の２つがあります。土曜おがわ未来塾ですが、月に３回、１時半から３時半

までの２時間。講師は工学部の学生です。週数回通って学力を伸ばす私塾とは違

い、分からない教科や内容、伸ばしたい教科や内容等を自ら取り組んで伸ばしてい

くことが目的になります。私塾のような高いテキスト代とか問題集だとかというの

を用意する塾とは違いますので。ただ、小学生に自分からどんどん勉強しろといっ

ても無理ですので、算数の問題集１冊 400 いくらのものを年２回買って、それを解
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いていくようにしております。計画当初は小学校を対象としておりましたが、中学

生も対象にしてほしいという要望を受け、小学校４年から中学生を対象にしており

ます。令和５年からは中条小中学生、それから令和６年からは鬼無里にも声を掛け

てきております。中学校の放課後おがわ未来塾ですが、入試が目前の中学生に週１

回の土曜日の授業、塾では学力の向上というのは望めません。やはり週３回くらい

やらないと望めません。そこで、令和４年に、課題を抱える生徒の支援員の配置を

村にお願いし、数学と英語の講師を配置していただきました。その数学と英語の先

生に、放課後おがわ未来塾で英語と数学、授業ではないですから塾をやってほしい

と。それから、理科は小学校の講師の先生にお願いして、週３回やるように計画し

ております。村の講師ですので、勤務時間をずらしたりしながら勤務していただい

ております。状況ですけれども、申し上げます。土曜おがわ未来塾令和４年度小学

校は小５、２名、中学校は中２、３名、中３、３名の８名で土曜おがわ未来塾が出

発しました。令和５年度塾生全部で 19 名です。小学校、小４が４名、小５が１

名、小６が４名、このうち中条地区から小６、２名が参加しております。中学校 10

名で中１、３名、中２、０、中３、７名、うち中条地区から２名が来ております。

令和６年度塾生 19 名、小学生７名、小４、５名、小５が２名、小６、０、中学生

12 名で中１、２名、中２が５名、中３、５名です。なお、年度途中に１名中条地区

から、中２、２名、中３、１名が中条から入っております。令和７年度ですが 13

名です。小学生５名、小４、１名、小５が３名、小６が２名です。１名が途中で辞

めております。中学生８名です。中１、３名、中２が１名、中３、４名です。年度

途中、中条中学校の生徒が年度途中から入っております。あと、中条の子供で小川

に通っている子は小川のカウントにしてありますけれども、放課後おがわ未来塾で

す。塾は月、水、木と３日やっておりますけども、それぞれ違うんですが、延べで

述べさせていただきます。塾生 23 名、在籍 49 名中 23 名です。令和５年度は、28

名、在籍 48 名中 28 名、１年生が 12 名、２年生４名、３年生 12 名です。令和６年

度は 35 名、1 年生８名、２年生 15 名、３年生 12 名、在校生 52 名中 35 名です。令

和７年度、34 名、１年生８名、２年生 11 名、３年生 15 名全員です。在校生 41 名

そういう状況でございます。以上でございます。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 詳細にご説明いただきましてありがとうございます。私、設立 

の経緯を知らない間に、３年前、令和５年の 10 月に議席をいただきまして、最初

の定例会の質問に、村営の学習塾の存在は知っていたんですが、どんな運営をされ
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ているのか、さらに充実させた方がいいんじゃないかなという考えを持っておりま

したので質問したことを覚えておりますが、いわゆる今後、その講師の増員とか、

未来塾の対象年齢を引き下げるとか、放課後未来塾の科目数を増やすとか、学習意

欲があっても登校できない生徒向けのオンライン学習を追加するなどの学習の充実

に向けて教育長はどのようにお考えか、伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 北田教育長。 

◯教育長（北田愛治） 今後の方針とか予定ですけれども、１年目の実態から、塾に来

て、土曜未来塾ですけども、小学生の場合、塾に来て漢字練習一生懸命やってたり

するんですね。非常にもったいない。何のために大学生の講師がいるか。それか

ら、１時間もするとやっぱり４年生あたりはやだくなってきて、遊びたくなってき

ます。じゃあ 15 分間休憩ねと言ったりしてやっております。１年目はそのままス

タートしましたが、２年目、やっぱりガイダンスが必要だろうということで、ガイ

ダンスをしてスタートしました。例えば、算数の問題集。１ページから全部の問題

を解いていくという方法でやっていた子供たちに、いや、そうじゃなくて、１問飛

ばして奇数問題だけとにかく最初から解いてこうと。で、２回目に今度は偶数問題

やろうと。で、３回目にできなかった問題やろうと。そうすると問題集３回解ける

よというようなガイダンスだとか、漢字練習はもったいないから、同じ漢字練習す

るんだったら辞書持ってきて、熟語を調べて、それで練習していこうとかいうよう

な、そういうガイダンスを行っております。また時には、大学生が来ますので、年

齢が近い大学生が来ますので、中学生あたりは、勉強の仕方、受験勉強の仕方等を

教えてもらうというのもいいだろうなと思っております。それから、入試の３年生

の子供たちにとっては、証明問題が苦手と言うんだったら、証明問題は文章の中に

もほぼ答えが書いてある、過程と結論をそこから導き出していくという、そんな方

法だとか教えてもらうといいよというような、そういうガイダンス等も行ってきま

した。対象年齢の引き下げは、現在そういうようなことから考えておりません。理

由は、やっぱり自主学習が主になることから、低学年では難しいなということ、そ

れから、伸ばしたい教科についても低学年からというのには無理があるなと思いま

す。算数学習が難しくなる小学校４年生からが適当かなというふうに考えておりま

す。それから、放課後おがわ未来塾ですが、週３回、月、水、木、数学と英語、理

科は１日、３教科を村費講師の先生にお願いしてやっております。教科を増やすと

いうことは県費の先生にお願いしなければいけなくなります。県費の職員をそれだ

け放課後５時過ぎまで関わらせるということはこれは無理でありますので、科目数
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を増やすということは考えておりません。ただ、学校の先生方は、朝早く来て中３

の受験生に朝から特別に授業というか、特別に個別に教えてくれたりだとか、土曜

日に部活のあと教えたりっていう、そういうことを熱心にやってくれている先生方

です。科目数を増やすとか、そういうことは考えておりません。なお、不登校傾向

のある子供が、この塾で要望があるとすれば、オンラインでの塾が可能なのかどう

か、これは前向きに検討できるかなと思いますが、管理職、校長、教頭に聞く限

り、これは非常に無理があるなという状況にあると、ニーズがないということで検

討、前向きな検討はできますけれども、ニーズさえあればということでございま

す。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） やはり私塾や予備校とは違って、年齢別や成績のランク別にク 

ラス編成ができないということもあって、講師の方は本当にご苦労されているとは

思いますが、少し発展させて、今工学部の学生さんにお願いしていますが、教育学

部の先生方にお願いできないか、学生さんにお願いできないかと。あるいは、実際

に、教頭先生、校長先生のご意見ではなくて、実際にいわゆる不登校になっておら

れる生徒さんを含む家庭の要望とかもちょっと踏み込んで聞いていただいて、もし

需要があれば、公費のさらなる負担にはなりますが、それを追加的に施すことによ

って、村の教育の差別化も図られるかと思われますので、是非検討をしていただき

たいというふうに存じます。 

◯議長（西沢哲朗） 北田教育長。 

◯教育長（北田愛治） 先ほども申したように、ニーズがあれば前向きにこれは検討で

き、不登校のオンラインはできるかなと思います。なお、土曜おがわ未来塾は、教

科はどの教科でもいいのでやっております。ただ、放課後おがわ未来塾は英数理と

いうふうに限られております。以上です。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） いわゆるこの地域で、都市部で、塾や予備校に通えない生徒さ 

   んのことをおもんばかれば、やはりこの村営の学習塾は、重要な進学上もいわゆる

高校に入った途端に激しい競争にさらされる生徒さんを考えれば、そのための予行

演習とも言えますし、学習教科にも役立つこの未来塾の位置付けは重要かと思われ

ますので、今後にわたって、また需要に沿ってまた検討いただきたいというふうに

思います。 

それでは、このテーマの最後に、特別交付税措置を活用した地域おこし協力隊、
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集落支援員の採用促進に関して質問をいたします。本村の主要な観光資源である国

登録有形文化財、薬師沢石張水路工、立屋番所の桜、二反田の桜などの手入れや景

観整備に従事しながら、限界集落化、高齢化に伴って人口減少も著しい衰退集落に

おける再生計画の策定にも携わる、地域おこし協力隊、集落支援員を適所に配置す

ることは、過疎化、高齢化に伴う地域の担い手不足に対応する有効な対策と考えま

す。村長、冒頭おっしゃいましたように、あるいは同僚議員の質問に答えられたよ

うに、地域おこし協力隊の充実が、今年、来年度とさらに見込まれるわけですが、

この地域の担い手不足を解消するための集落支援員とか地域おこし協力隊の活用、

将来展望、村長、どのようにお考えか伺います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 地域おこし協力隊と集落支援員とは、経費については、国、総務省

の事業でございますけれども、実施事業内容は異なります。協力隊員は任期が３年

でございまして、目的は移住、定住でございます。新たな地域に行って３カ年の間

に、３年後にどうやって生計を立てていくのか、地域の皆さんとのお付き合いの中

で３年後どうして定住に位置づけていくのかというご本人の考えやら、様々な分野

でございまして、先ほど定住率は申し上げた通りでございます。確か全国の定住率

も 65 パーセントから 70 パーセントでございまして、国、総務省も力を入れてる事

業ということでございます。村は、これも先ほどの答弁と重複しますけれども、常

に５人ぐらいを確保しながら、また移住につなげてまいりたいと、そのような事業

でございます。集落支援員でございますけれども、これはまた協力隊とは違いまし

て、地域の活性化、地域の維持等々を目的にしてる、やはり、これも総務省の事業

でございますけども、県下では 35 市町、市は入ってるかどうかちょっと知りませ

んが、35 町村が取り入れてる事業でございます。これは専任と兼任がございまし

て、小川村の場合は専任ということで従事していただいて、そんな内容でのもので

ございます。集落支援員につきましては、今年度、令和７年度から取り入れた事業

でございまして、本人も地域に出向いていったり、おらほのえんがわだとか、おら

ほという名前を使いながら、様々な分野で活動しておりますし、それ相応の参加者

がいるように聞いております。そういったことを通じて、高齢者の方であったり、

地域の地域課題等々の解消に取り組んでいただいてるというような、こんな事業で

ございます。他市町村では複数名採用している自治体もございますし、兼任という

意味で言うならば、もともと地域の方に、地域の事業をお願いして、具体的にはど

んな仕事してるか私は聞いてはおりませんけども、兼任という意味で申し上げるな
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らば、地域の方に、それ相応の報酬を支払ってというそんな状況のようでございま

す。村でも少しは検討した経過がありますけれども、支援員、今年度スタートした

ばかりの事業でございます。今後どういった人材がいていただけるのか、どんなこ

とが地域支援につながるのか、また検討する必要があろうかと思いますけれども、

村ではまだスタートしたばかりの事業ということでお願いいたします。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 今、村長おっしゃいました、地域おこし協力隊は任期が３年 

で、集落支援員は任期はありませんが、専任、兼任の別はあろうかと思いますが、

いわゆる地域に精通した方で、地域によっては区長さんが兼務しているところもあ

るようですが、先ほどの薬師沢石張水路工とか、立屋の桜や、二反田の桜、これで

春の行楽シーズンを前に、今後数年がかりで、いわゆる薬師沢も桜の関係も、短期

的にはもう日頃の地域の皆さんの手入れとか、薬師沢に限っては砂防関係の皆さん

のボランティアっていう面が多くありますが、ここにプラスして、いわゆる集落支

援員の方とか、その地区に詳しい方を有期、短期で、無期、期間は定めないとは言

っても、有期的に採用して、ここのいわゆる村の観光資源をなんとか守って、さら

に、吉野の桜とは言いませんが、二反田にしても、立屋にしても、手入れをある程

度した上で村の観光資源に位置づけられるような形に、是非、このまま自然に地域

の皆さんに委ねるという形ではなくて、人材を活用しながら観光資源の充実を図ろ

うというお考えがあるかどうか、村長に再度お伺いします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 今、松本議員のご指摘の通りでございまして、兼任という意味で言

うならば、県内で 19 町村が兼任で事業を実施しております。19 町村の中では、お

っしゃる通り、区の役員の方に報酬を支払って、地域の活性化に努めているという

ことでございまして、そのことについて村ではどんなことができるか、私も、私な

りに考えたんですけれども、じゃあ、地域の草刈りをその方に報酬を払ってやる、

地域全体の草刈りを毎日できるわけがございませんし、限られてるところになろう

かと思いますし、例えば１人暮らしの方の屋根の雪降ろしとか、そういうことも可

能であろうかと思いますけども、それも常にあるわけではございませんし、どうい

った取りかかりができるか、ちょっと具体的に私、考えたんですけど、具体的には

ならなかったというのが現状でございます。また、今、薬師沢ですとか二反田の

桜、立屋の桜等々もありましたけども、これもね、正直言うと、地元の方、関係者

の方々が大変なご努力をいただいて今日に至ってるわけでございます。これもやり
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方によっては集落支援員ということでやることは可能だというふうに思ってます。

また、今後ですね、この集落支援員、有効活用、どんなふうに、どんなやり方があ

るかどうか検討する必要はあるものと思っております。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 村長、今、私が申し上げたのは、薬師沢にしても、立屋の番所 

の桜にしても、いわゆる整備計画を立てて１年、２年、３年、どんなふうにその桜

を、もう植樹してからだいぶ経ってるところもありますし、これからさらに観光に

資する地域、また短い期間ではありますが、それをそういう人材を活用しながら、

観光の目玉にするべく育てていただきたいということがあって申し上げました。今

後、十分またご検討いただきたいと思います。先ほどお話にもありましたおらほの

えんがわ事業が村内一部地域で根付きつつある中で、いまだ既存の医療や福祉のネ

ットワークにつながらずに、社会的孤立を深めている高齢者や生活弱者を支援し、

健康長寿の村づくりを目指すべく、当該事業の主たる担い手となる、別の意味で、

集落支援員、現在１人おられますが、増やしたり、さらに、そういう今活動してい

る集落支援員の方の補助になるような人材に育成するお考えがあるかどうか伺いま

す。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 繰り返しになってしまいますけど、村としてはスタートしたばかり

の事業、それから、これも言いにくいんですけども、私が任期が１カ月でございま

すので、次年度以降やります、こうしますっていうことは申し上げられません。た

だ、ご指摘の通り、せっかくの財源であります。国の事業でございますので、十分

どんな活用ができるのか検討する必要があるものと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） 最後に、村内、村外に高いスキルを持った有用な人材が、特に 

60 歳、65 歳を過ぎた方で多くいらっしゃいますので、そういう方々に活躍してい

ただく、これも本村の発展には欠かせないというふうに考えております。その点に

ついて村長はどんなふうにお考えですか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 全く同感でございまして、かつて私の現役の頃は 60 歳が定年でご

ざいましたけれども、今、とてもじゃないけど全くもったいない年代でございまし

て、65 ぐらいまでみんな現役。もちろん 65 が過ぎてもスキルの持っている方多く

おりますので、また、こういった村の人口形態の中では、大いに有効に活用、活躍
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していただく必要があるものと思っております。 

◯議長（西沢哲朗） 松本敏照議員。 

◯11 番（松本敏照議員） そういったシニアパワーも活用しながら、ぜひ３期目に、今ま

での行政キャリアを活かしてご活躍をお願いしたいというふうに思います。以上を

もちまして、わたくしの一般質問を終了いたします。丁寧なご対応ありがとうござ

いました。 

◯議長（西沢哲朗） 以上をもって、11 番松本敏照議員の一般質問を終結いたします。 

ただ今、一般質問の途中ですが、暫時休憩とします。再開は午後 3 時 25 分とし

ます。 

（午後３時15分） 

（休   憩） 

（午後３時23分） 

◯議長（西沢哲朗） 休憩を終わり、引き続き一般質問を行います。７番小林和人議員の

一般質問を許します。７番 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） それでは、通告に基づきまして、大きく２点の問題で質問をい

たしたいと思います。１つ目の、村政についてということで、任期満了を迎える

中、何点か聞かせていただきたいと思います。先程来、同様の質問が出ております

が、また違った言い方で、小林にはどうしてもこれだけは言っておきたいというこ

とがあろうかと思います。そんな中を踏まえまして、２期８年間、たまたま首長で

は２期８年間でありますが、村長においては、長い行政マンでやってきた実績と経

験がございます。また、その中で副長も経験をしたと。やはりその課題の中で、首

長という独任的な、議会とかそういう国の内閣はそれぞれの人がいます。議会は議

会で合議制でありますが、やはり首長となるとそのすべての責任を一身に負うとい

う立場のものであります。その経験を踏まえた中での８年間の村政の認識について

お伺いをしたいと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 小林議員からの質問でございまして、ご指摘の通り、先程来多くの

議員の方から同様のご質問をいただいているところでございます。２期８年、本当

に多くの村民の方々、議会で言うならば３期にわたる議員の方々にお世話になり、

あと１カ月で２期８年が満了と、そんなことになります。改めてでございますけれ

ども、重ねて村民の方々、また各それぞれの議会の方々、多くの方々に重ねて改め

て感謝を申し上げる次第でございます。今、小林議員からも、２期８年、職員とし
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てのことも踏まえ、また副村長も経験させていただきましたけれども、そんなこと

も踏まえての思いはということでございます。私は高卒でございますけれども、企

業に勤めておった時期もありましたけども、19 歳からですが、58 まで約 40 年間職

員を務めさせていただきました。思えば、これも村長になってからの反省点という

ことで申し上げたいんですけども、40 年間職員やってきた中では、自分が与えられ

た仕事、これがお前の担当の仕事というものを一生懸命ミスのないように、与えら

れた仕事をきっちりとこなすように努めてきた、そんな思いでございます。そうや

って人事異動があるわけでございますけれども、今思えば、私の後任に来た、私が

かつて経験したことについては、思いがあっても、場所が違うし、係が違います

し、年代も違うので、自分はこうだなんて思いながらも、他所のことには口を出さ

ないって、なんかそんな思いがあたところでございます。きっと今の職員もみんな

自分の仕事を一生懸命で、自分のかつて経験した仕事等には聞かれれば答えるけ

ど、口出ししないんじゃないかなと、そんなことだったと、私の申し上げたいのは

ここからなんですけども、私、村長という立場で職員の経験がある中で、どうして

も職員に口を出してしまう。きっと職員の中では、口うるさい首長だなんて多分思

っている方もおられると思いますけども、もちろん私の経験上喋るわけですので、

おい、それはもう時代が変わって、変わってることももちろんありますし、そうは

言っても、行政も条例も法令もそんなに根本は変わるわけではございませんので、

心髄は多く変わるわけではございませんけれども、私の申し上げたいのは、職員に

対して、少し経験があるからといってちょっと細かいことまで口出ししたりして気

分を害したような職員もおるんじゃないかと、そんな反省点があるわけでございま

す。また、１点、ありがたいなと、ありがたかったなと思ってる点は、私、20 歳そ

こそこで村の職員になりましたけども、当時、外に出るような仕事が多くありまし

たけれども、今考えると、私の親たちの世代、私より 20、30 ぐらい上の方々によ

くしていただいたり、よく地域のことを教えていただいたり、こと細かに教えてく

れた。私、今、若い人と行き会っても、もう若い人ってそんな 20 代、30 って意味

じゃなくて、40 代、50 代の方に行き会っても、お父さん名前なんだっけって言っ

て分かるぐらい、そのくらい私、私より 20 先輩、30 先輩の方々にお世話になりま

したし、お年寄りのお名前を言えばほとんど分かるぐらいお世話になりました。そ

れが私にとっては、地域の中で、村全体の中では大きな財産と言っていいのかどう

か、ありがたかったなと、今日に至ってるのかなと、そんな思いもしております。

少し昔話みたいな話で恐縮でございますけども、１つ２つ、思いということで申し
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上げました。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 思いは語っていただきましたけども、その中で私がここで聞き

たいのは、先ほどの 40 年のいろんな経験もちろんありました。それから、副長も

やった経験もあります。それと、それからトップになった時の８年間という中で１

番の違いはどうなんだろうなと。先ほど申し上げましたけども、やっぱり独任制で

全ての責任が１人にかかってきます。先ほどの会話の中で、色々な、前の経験上い

ろんな口出し等々があると、そういう中で、職員の思いはいろんな多様な思いがあ

ったんじゃないかなという意見も出されました。しかし、これは考え方を色々と、

ある意味その経験を生かした中の口を出すとか指導というのは、ある意味は全くそ

れが当たり前であり、なんでも、今回はいい村長でなんでもいいな、楽でいいわい

なんて、そんなとんでもない話だと思いますよ。あくまでも、やっぱり職員は職員

の皆さんで、それぞれ一心にその業務の責任を担当する。首長に対しては、それな

りの敬意と、ある意味なかなかちょっと怖さもあるなというぐらいが、私は行政運

営として当然のあり方だと思います。その中で、ちょっと先ほども村長の話に出ま

したけども、私、たまたま年も同じである中で、村長は非常に人懐っこいという

か、そういう人間性がありまして、時に、多くの場合はそれがいい部分あります。

逆に言うと、あまり、それに非常に特化しておりますので、一般村民は、それ以外

の、なかなかそこの腹の本音を言えない部分もあるんかなと。その辺が、無理やり

拾い上げればマイナスの部分かなというふうに思っております。再度繰り返します

けども、やはり首長となった時、なる前との、やっぱり１番のその違いと言います

か、差異と言いますか、そういうものについてもう１度お尋ねをします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 職員であった時と、副長、その思いと言いますか、というようなご

質問でございます。まさに小林議員のご指摘の通り、全てに大小関わらず、すべて

に責任がある。そのことの思いは強いわけです。これは人間ですので、職員でも私

でも誤りはどうしてもあるわけでございますけども、誤りの大小にかかわらず、職

員のミスも全て私の責任だと、こんな思いでおります。そうした中でございますけ

ども、これも先ほど来申し上げますけれども、様々な行政課題、新たに生じる行政

課題、対応して、それ相応に対応して参りました。その時ですね、その事業をやっ

たから、ああ良かったではなくて、やっぱり結果責任ですね。やったけど、そのあ

とそれがどうなったのか、その事業の成果はどうだったのかという結果責任がつい
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てまいります。事業を実施して、それで終わりではなくて、やったことに対してそ

れが良かったのか悪かったのか、成果があったのかなかったのか、成果があったと

しても、それが多かったか小さかったっていうことで常に結果責任がついてくる、

そんな思いでございます。それから、これは一般論になってしまいますけれども、

首長として責任感という意味で言うならば、やっぱり孤独だなと、そんな思いでお

ります。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 久しぶりに首長から孤独という言葉を聞きました。ほんとにそ

ういう場面も、人には言えないけどもあるんだろうなと。そのくらい常に両肩に責

任というものは背負ってるもんだなというふうに理解をしております。さて、その

中で、たまたま２期８年の最初の１年でしたか、２年か、ちょっと忘れましたけど

も、副長というものがない中でやってきました。で、途中から、その前の行政の時

も似たようなパターンで、実際に首長が副村長なった経過もございます。その自分

は全てを背負う中で副長というポジションはどのようにあるのかなと。ちょっと本

来趣旨とは違うかもしれませんけど、ちょっとその思いを述べていただけますか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 副村長でございますけれども、私、前の伊藤村長の時に５年勤めさ

せていただきました。そういったことでの、それ相応のその経験がございました。

私の、村長になってから２期が終わるわけですけども、１期４年間は副村長はおり

ませんでした。２期の当初より今の小林副村長をお願いして、現況というそんな状

況でございます。私も副村長の経験５年ある中で、また職員の経験がある中で、特

に、そんなにはさてよわったというようなことはございませんでしたし、県内、市

はないでしょうけども、まあまあまあ、58 町村のうち、これもう既に動いてますの

で、７町村は副長を置いてない町村もありますし、もう条例から外している町村さ

えありまして、ないからと言って、まあまあその時々の首長によるんでしょうけど

も、条例に、副村長を置くという条例さえない自治体もあるわけでございます。さ

て、そうした中でございますけれども、私が２期になるときに、講演会等との会議

の中で、どうして副村長おかねえんだと、それでうまく回っていくのかと、是非置

いてほしいというような、そんな声がございまして、現況に至ったという、そんな

経過でございますか。確か、ちょっとすいません、これ少し古い数字なんですけど

も、確か今でも７町村ぐらいは副長を置いてない町村がある、そんなふうにな認識

でございます。 
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◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 通告で副村には求めておりませんけども、お話のついでで、な

んで俺んとこ指名しなかったと後で言われ、そうなっては困りますので、今までの

首長等々の答弁の中で、その認識を受けて副長はどのような思いでおりますか。 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） 副村長の役割をどう捉えてるかという１点に絞っての回答でよ

ろしいんでしょうか。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） あなたの思いのままで。 

◯議長（西沢哲朗） 小林副村長。 

◯副村長（小林裕一郎） 反問権を許していただいてありがとうございます。村長に４年

間傍で一緒に仕事をさせていただいて、やはり全責任を最終的に持つというのがこ

れほど大変なのかということを学ばせていただきました。であるからこそ職員の人

事ができるんだなというのが私の一番感じたところです。村長が仕事をする上で、

いくらスーパー村長であっても、１人では行政はできません。ですので、分野を分

けて、担当を分けて、それぞれが仕事をしている。その仕事に対して最終的に村長

がすべての責任を負うからこそ人事ができる。その人事に対して職員は従わざるを

得ない、これが仕組みになっているというふうに、私はそういうふうに組織を認識

しております。であるとすれば、私の副村長としての仕事は、その組織をうまく回

していくこと、村長が自分の口では言いづらいことも、自分できちんと言うこと、

それが私の部下に対しての態度であるというふうに考えております。そして、今度

は、部下が村長に対して言いにくいこと、それを言わざるを得ない立場だと思って

おりますが、その点が私にかなり欠けている部分かなというふうに反省してるとこ

でございますが。村長も言うことを聞いてはくれます。で、最後は自分の判断でほ

んとに最終責任を持ちます。ですから、私は、今の村長がきちんと、その私の意見

を聞いた上で判断していただけるというところで感謝をしているところでございま

す。多少まとまりませんけども、感想ということであれば端的にこのように述べさ

せていただきます。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 急な振りに対応していただきました。さて、先ほど来の質問に

も出てきましたけども、村長、その行政として、いろんな政策のもと、そこに伴う

施策をやってきたと感じているところでありますが、いろんな、これをやったとか
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等々の話は伺いました。どうしてもやりたかったけど、なかなかできなかったよな

という部分も、まあいくつもあると思います。そのうちの、１、２、どうしてでき

なかったのか、理由も踏まえて答えていただければとおもいますが、いかがです

か。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） これも先程来と重複してしまいますけれども、行政そのものは継続

でございまして、行政そのものには多くの計画があるわけでして、それに基づいた

業務ということが主になるわけでございます。そうした中でありますけれども、残

念ながら、時々の新たな課題が、コロナであったり、災害であったり、公共交通で

あったり、時々の新たな課題が次から次と切れることなく続いて上がるというの

は、これが私はどこの自治体も同様の行政課題であろうと、そんな思いがしてると

ころでございます。できたこと、できなかったことということで、これも先程来と

重なってしまいますけれども、目に見える行政成果の中は、どうしてもハード面、

あれができた、あの建物ができた、この道路の改良ができたとか、どうしてもハー

ド面に行くわけでございまして、ハードで言うならば、まあいくつか、先ほども申

し上げた通りで多くは申し上げませんけども、ハード面ではまあまあそういった事

業も、特に住宅建築も、議会の皆様方のご理解とご協力いただきまして、それ相応

の建築もさせていただきましたし、またそれ相応の、私が言ったら語弊があります

けれども人口減少対策には、それ相応の影響があったようにも思っております。さ

て、そこで、できなかったことはということでございまして、その思いはというこ

とでございますけれども、やはりそのソフト面でですね、私も、これも口先だけの

ように聞こえるかもしれませんけども、村の基幹産業は農業でございまして、村民

は農業あって成り立ってるわけでございます。残念ながら、高齢化であったり、担

い手不足であったり、鳥獣被害であったり、残念ながら思うような農業経営ができ

ないという現状がありますけれども、これも本村のみならず多くの自治体が掲げる

農業政策であったり農業課題であります。そうした面でですね、農業は８年前と今

と比べるならば、さらに荒廃しているじゃないか、さらに農業経営が苦しくなって

はいないかというような、そんな思いでございまして、私が申し上げたいのは、そ

ういったソフト面で村民要望、地域要望に十分応えてきたかどうかという面では反

省すべき点が多いのかなと、そんな思いがあります。また、これも数値等々で先ほ

ど来議員の方からもお尋ねがありましたけれども、地域要望等も踏まえてですが、

これも、地域要望というものは、地域の皆さんが日々日常生活の中で不便に考えて
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る、不都合に考えてることでございまして、それも、申し訳ございませんけども、

全てがわかりました、わかりましたとは言いませんけども、トータル的に考えるな

らば、不十分であった。もっと地元の要望に応えることができたのじゃないかとい

うようなそんな反省点があります。いずれにいたしましても、これも思い通りのこ

とができたこと、できなかったこと、反省点と言ってなかなか端的には答えられま

せんけど、私の思いとして一言申し上げさせていただきました。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 今のそういう色々なものをも踏まえた中で、12 月の定例会に

は、同僚の質疑において、村民が要望してくれるならもう一期やってみたいという

姿勢が出ました。その自分の思いも含めて、他にも、やはり一般的なものも入れた

中での、特に、当村に、他所のこと言ってもしょうがないもんで、小川村において

の、今後の自治体の首長としてのあり方等々、自分のこれからやっていっていきた

い、具体的なことを云々じゃなくて、その政策としてやっていきたいなというもの

も含めた中で、今後の首長としてのあり方についてお伺いをします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 任期が１カ月と言いながらも、既に次期に向けての声明をさせてい

ただいております。そうした中で、行政に携わる覚悟、どんな思いかという、そん

なお尋ねかと思います。様々な分野で、様々な財政も踏まえて、人口減少も踏まえ

て、多くの自治体が抱えている村行政でございます。そうした中で、村の良い面と

言っていいのかどうかわかりませんけども、村民の顔が見える、また村民目線から

言うならば、職員も踏まえて、行政の顔が見える。これ、少しちょっとふざけたよ

うな話になって恐縮でございますけれども。村の職員でも、電話が鳴って、もしも

し、これこれって言って、名前言わなくても誰だかわかる人もいるんですよ。私の

言いたいのは、そのくらい村民の顔が見える。村民から言えば、誰が係りなのか、

もしもしと言っただけでも担当の顔が見える。これは村にとって、行政を進める上

では、地域性という意味でですね、大変有意義なことだろうと思ってます。顔が見

えて何が有利だっていわれるかもしれないけども、私も、これも４年前、８年前に

申し上げましたけれども、行政にはスピード感を持って対応するというようなこと

を申し上げました。これも私も職員に言ってるのですけど、同じことをやったとし

ても、同じ事業をやったとしても、すぐやったものと３カ月後にやったものでは、

住民の皆さんのありがたみが全く違うわけでございまして、顔が見えるということ

は、地域が見えるということは、地域の皆さんが、どういった方々が何に困ってる
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かってことがわかるわけでございますので、そういったことを踏まえて、スピード

感を持って村民要望に応える、こんな思いでおりますし、また、村民性は変わるわ

けではございません。顔の見える行政というのは、これ村の良い面だというふうに

思ってます。こういったものにですね、十分、胸にとどめて、またそういった意味

で住民の要望に応えていきたいと、こんな思いでおります。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 続きまして、２点目としまして、村づくりの政策とそれから施

策の効果の認識とあり方についてどういう思いを持っているか。先ほどのこととす

べてにつながりがあるわけですが、そもそものその村づくりというものはどこに捉

えているのかと、その辺の認識をついてについてお示しを願いたいと思います。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 村づくりについての認識、村づくりということでどんな考えかとい

う、そんなお尋ねでございます。村づくりというのは、従来から、かつてからです

ね、行政が主体ではなくて、地域の方々が中心になって、住民の方々が中心になっ

て、それに行政も地域も関係者が集まって村づくりをする、地域づくりをする。そ

れが地域づくり、村づくりだというふうに思っております。先ほど、具体的な例で

言うならば、二反田の桜、立屋の桜とか、薬師の話も出ましたし、様々な分野でご

ざいますけれども、まさに住民主導で様々な分野に取り組んでいることも事実でご

ざいます。繰り返しになりますけれども、地域づくり、村づくりと言うならば、地

域の方、住民の方が中心になって、そこに行政も、支援という言葉が適切かどうか

わかりませんけども、行政としての支援、行政とも一緒になって進めることが地域

づくり、村づくりだと思っております。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） あの村づくりは住民が主体性を持ってという今お話だったと思

いますが、確かにそういう部分ももちろんあります。ただ、この悲しいかな、地区

の要望、それから住民のいろんな要望というのは、どうしても個人が中心になって

いる部分も、表現が悪いんですが、多々ある部分もあります。行政としては、そう

いう中で、村内全体の色々な、地区なり住民の声が聞こえてくるわけです。その中

で、やはり大勢だから、１人だからという話じゃなくて、そういう中の、村全体と

してやっていく中で、ただその住民それから地域の要望だけのものじゃなくて、や

はり長い間やってきて、今後も存続するであろう小川村としての村全体のビジョン

というのも行政で持ってていいのかなと私は思っておりますが、その辺はいかがで
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すか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 行政としてのビジョンというお尋ねでございます。繰り返しになっ

てしまいますけれども、行政には最上位計画である振興計画、様々な計画がありま

して、それが行政だけで作ったものではありませんし、計画によっては住民の方の

声を聞きながら、有識者の村民の声を反映しながらできている様々な 200 に及ぶ計

画があるわけでございます。村政運営、村政事業計画のビジョンというならば、そ

うした村民の声を踏まえて、策定された多くの行政計画に基づいたものがビジョン

であると思っております。そうは言いながらも、計画でございまして、計画通りに

行かないのが常でございます。そうした時に、計画通りにどうしていかなかったの

か、計画通りに行かずに遅れてしまったのか、そういった課題は残るわけでござい

ますけれども、行政のビジョンというならば、そうした多くの村民の皆様方の声を

取り入れた様々な計画が村のビジョンでございます。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 振興計画、もちろん最上位の決まりとして村で作っているわけ

ですが、表現を変えれば、その中はいろんな面の事業債を受けるための部分ももち

ろんあるわけです。中には、その財政的に言うと、その計画の中に載ってるけど

も、じゃあこの財政、その時にどうやって生み出せるんだろうなという部分の疑問

に思う部分もあります。じゃあこれがどうやってどれだけ実現性あるかって、なか

なか突っ込んでは検討はできないもんでありますが、先ほども同僚議員の中で、村

長の答えの中で、いろんなハード面については、今後もなるべく維持経費がかから

ない状況を進めていく、そういうべきであろうと考えているという答弁がありまし

た。まさにその通りではあろうかとは思いますが、ただし、全てがなかなかそんな

うまくいくわけではございません。なかなかこれ費用対効果で本当は計ってはいけ

ない部分かと思いますが、特に医療、福祉とかそういうものを考えると、逆の面

の、小川村民としてこれからも安心して生活をするために、ある程度の債務、地方

債を受けたり、それから持ってる基金、基金も常々村長も言ってますけども、なん

でも積み上げていけばいいもんでもないし、時にはその半分近く、半分とか何割と

かはその時々の状況によっても判断は違うかと思いますが、そういうものを使いな

がら、また今 2,000 人前後の、これが一生懸命、今回の一般質問の中でも、色々な

人口対策、少子化、常に永遠の課題として出ております。今のところ、どんな手を

打ってでも、もう下がっていくしか小川村はないというふうに私は見解を持ってい
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ますので、その落ちるカーブを少しでも緩くするためにはいろんな施策を打ってる

んだろうというふうには思っております。その中で、やはり今後どんどん、どんど

ん減っていくだろうと。特に長野県下、非常に、1,000 人を割っている、数百人と

いうところもあります。過日に、そこに視察に行った折も、そこの行政のトップ

は、まあいろんな課題はいっぱいあるけども、当面できることはやる、できないも

のには向かえないと、それがまさに本音の姿ではあろうかと思っております。しか

し、今現在の、そこまでなる前に、そのカーブをより緩やかにするために、ある程

度の今のうちにできる、打っておかなくちゃいけない政策に基づいた施策というも

のがあろうかと思っています。それがひいては村づくりだというふうに理解をして

ますけども、再度その辺も踏まえた中で、今後の自治体としてどうやって進んでい

くのか。３点目の、もう引き続き同じ維持、継続の問題で、どうしてもこれすべて

に絡んできちゃいますから、行ったり来たりなったと思いますけども、その辺を踏

まえてもう一度ご見解をお示しください。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 小林議員のご質問の趣旨にあっている答えができているかどうか、

ちょっと不安もあるわけでございますけれども、先ほど来申し上げてます、行政に

は様々な計画があると申し上げました。村の再上位計画は振興計画でございまし

て、これは国の施策でございまして、国が、各自治体が作る義務があった振興計画

でございます。これは、これは正確ではございませんが、かつて 12 年ぐらい前ま

ではそうでしたけれども、その時に国が、振興計画は各自治体の、小川村のことで

はありません。あれやります、これやります、このこともやりますというのが振興

計画でございまして、総花的でなんでもやりますみたいな計画が振興計画で、そん

なの作っても意味がねえじゃねえかという、これが国の指針でございまして、国か

らはもう自治体振興計画作らなくていいよということで、振興計画の策定義務がな

くなりました。さてそこで、じゃあ各自治体はどうしたかとかと言って、今から確

か 12 年前ですけども、さて村はどうしましょう、今まで主体であった振興計画が

なくなったけどどうしましょうかっていうところで、議会の議決をいただいて作る

計画が新たな振興計画、振興計画の条例は議会とですが、作り上げたものでござい

まして、確か全国でも９割超える自治体で国の方針を切り替えて、条例案でつくる

ようになった振興計画が現在の６次振興計画ですので、その法律そのものはやはり

12 年頃の前だったと思いますが、そんな経過でございます。私の申し上げたいの

は、そういった振興計画、重要計画に基づいて、村政運営をしているということで
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ございます。まあまあ、そうした中でありますけども、計画の中は、あれもやりま

す、これもやりますではなくて、このことが課題である、このことを改善すべきだ

というのが振興計画でございます。それから、今、小林議員の言葉の中にありまし

たけれども、人口減少も踏まえて、ある意味仕方ないことだけども、その下げ幅

を、曲がり角度を少しでも抑えるというようなお話がありましたけど、まさにその

通りでございまして、人口減少も、少子化も、申し訳ございませんけども、小さな

村単独ではどうすることもできませんけれども、その下がり幅をいかにとどめるの

か、減少、人口減少をいかに少なくさせるかっていうのはそれが大きな課題であり

ますし、そのことに取り組んでまいりたいと、こんな思いがしてるところでござい

ます。１点、それから、ちょっと話が長くなって申しわけないんですが、私、結

構、人口減少対策、少子化と言いますけども、これは自分では高齢化って使わない

ようにしてるんです。小川村は、高齢化、令和になって高齢化率は伸びてません。

令和になって８年間、46 パーセントなんです。昭和 57 年だったかどうだったか

が、高齢化率が 20 パーセントを超えた。その頃もう 20、まあまだ 20 パーセントな

んて改めて思うかもしれませんけども、それまではどんどん、どんどん、どんど

ん、どんどん高齢化率が上がってきて、平成の 30 年だったか、高齢化率 46 パーセ

ント。令和８年、高齢化率 46 パーセント。高齢化は進んでないんですね。だか

ら、私はあえて人口減少とは言うけど、高齢化とは言わないんです。高齢化は高止

まりという言い方が正しいのか。そんな状況で、これも一重に、ある程度移住の

方々がおられる、新たに移住される、定住される方がおられる成果だと思います

し、話が長くなって恐縮ですが、あと１点だけ。なぜ高齢化が止まっているかとい

うと、平成 11 年に高齢化、65 歳以上人口が 1,450 人でした。平成 11 年の 65 歳以

上が小川村、1,450 人でした。平成 11 年ですので、すでに 25 年が経ちますけど

も、今の 65 歳以上人口、1,050 人です。もう７割ぐらいですか、もう高齢者そのも

のが減ってきてる。それまでは、人口はどんどん、どんどん、どんどん減ってきた

けども、高齢者人口はどんどん、どんどん、どんどん平成 11 年まで伸び続けてき

ましたけれども、平成 11 年の 65 歳以上人口が 1,450 人で、あと高齢者人口が減っ

てきたその経過もあって、令和になって高齢化率は 46 パーセント、高齢化は高い

ですけど進んでおらないというような、そんなことを申し上げました。まあまあ、

いずれにいたしましても、そういった経過の中で、まさに小林議員のご指摘の通

り、人口減少、少子化は進みますけども、その進む度合いを少しでも抑えたい、少

しでもとどめたいという、そんなことに力を入れていくべきじゃないかと、そんな
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思いがしております。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 今、小川村の人口の年齢体系のことで答弁をいただきましたけ

ども、私、ここで一言だけは言っておきたいのですが、村の人口の今、高齢化率は

ほとんど変わってないというふうに、答弁をお聞きました。その統計的には間違っ

ていないものだなと思ってます。ただ、その内容というのは、１つの人口対策の施

策の中の、先ほど来話があります村営住宅等々におきまして、非常に若い人たちの

I ターンなりが多くなってきて、本来、村にいる中の若い世代の人はある意味結構

流出している部分もあろうかと思います。そういう中で、そういうところに若い世

代がぽっと入ってくるので、若い世代の人たちですから、高齢化率が上がっていか

ないものだなというふうには理解しております。やはりそこには、その先ほどの話

にもありましたけども、住んでいる、若い人たちの世代の人たちは、どうしても利

便性も含めた中で県道沿いの通いやすいところに住むとかなんかありまして、村内

のいろんな面の地域を、全体を見た中では、地域によっては年々、１年１年、高齢

化率が上がっていくようなという部分も見えております。ある意味、なかなかしょ

うがないよなという部分もあります。それから、他を見れば、先ほどもしつこいほ

ど言いますけども、村づくりとしてどうしても利便性を求めて県道沿いが、抽選も

常にあるという中で、当然作りました、誰もいないでは困りますんで、アップ率を

求めるのはしょうがない部分もありますけども、どんどんその県道沿いの利便性の

高いところと村内で見たときに違うところとの格差はどんどん広がっていくよな

と。で、逆に、例えば、一例を申し上げてすいませんけども、瀬戸川に、昔の学校

跡があります。今、くつろぎの郷という公共施設はありますけども、ほとんどが、

昔の北小川村の中心地であるというその過去の話ばっかりで、現実的にはどんどん

どんどん高齢化率が進んでいく地域の１つだと私は認識をしております。仮にあそ

この場所に、今すぐどうこうって話じゃないんですが、一例として申し上げれば、

仮にあそこに村営住宅を作ったとします。当然、じゃあ、そこのアクセスはどうす

んだということで、県道沿いの、先ほどの公共交通は、現実的にはあそこから、じ

ゃあ枝分かれして瀬戸川線というのは現実的に無理な話です。しかし、村内にも、

そのデマンドを含めたそういう体系の部分も現在やっているわけですから、せっか

くそうやって、仮になかなかその県道沿いでないとこであっても、村の今度逆に施

策として、そこに県道と遜色ない程度の、車を回せることもできるんだろうなとい

うふうに思っております。過去にもそんな質問でデマンドの時間帯とか話がありま
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した。その当時は非常に、今もそうかと思いますけども、運転手の人数の問題、要

は人為的な問題でなかなか増やせないんだという答弁でありました。しかし、それ

を、どこかでそういうものをある程度吹っ切っていかないと、いつまで経ってもど

んどんどんどん、県内での中心地と、この山村の小川村の格差、それから同じ村内

であってもどんどんそういうことで、住んでいればどんどん格差がこれからも広が

っていくんだろうなと思います。どっかでそういう面の歯止め、村内でそうやって

できることはある程度やっていかないと、村内格差というものも広がっていく。だ

から、その村づくりに、将来的な、今現時点の住民の要望じゃなくて、行政とし

て、過去、現在、未来の、未来のデータはありませんけど、過去と現在のデータが

ある中で、それを踏まえた中で、もしかすると、村民の半分までは賛成にならな

い、民意の反映がどこまであるのかという部分もあるかもしれませんけど、その部

分については、私は首長として政策的信念を持ってそれを施策に変えていく１つの

手段だと、政治判断できる手段だと思います。そういう部分も踏まえて、再度その

村づくりにお尋ねします。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 今、小林議員からご指摘いただきましたけども、正直言って、まさ

にご指摘の通りでございまして、人口減少云々だ、住宅政策で若い人が来てくれる

と言いながらも、近隣の町村、名前は言いませんけども、旧、今、長野市に合併し

ました町村もあるわけですけども、近隣のいわゆる西山という所を見回す中でです

が、どこも似たかよったかも知れませんけども、特に小川村は、全村に集落が分散

されておりまして、今の村図を見てみても、もう村全域に集落が点在してるという

ような、そんな特性がございます。そういった状況の中で、確かに各集落がもう全

く住まなくなったという集落も正直言っていくつもあるような状況ですし、まあま

あ、それはちょっと、特に取り上げて言いましたけれども、今、小林議員さんのお

っしゃる通り、集落によっては、高齢化がどんどんどんどん進んでいく、世帯数が

どんどん減っていくという、確かにご指摘の通りでございますし、地域課題、そう

いった課題も多いところと思います。私、小林議員さんのご質問とちょっと多分す

れ違っちゃうかもしれませんけれども、住宅政策というようなことで、若者のこと

で言うならば、この沿線を考えているというようなことを申し上げましたけれど

も、反面、そこそこの小川村の転入者が多い中には、空き家対策がございまして、

空き家の業者さんに言われると、小川村すごく人気があって、物件があれば空き家

をすぐ契約されるぐらい、今年度も多分７件ぐらいもうすでに契約されたんじゃな
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いかと思いますけれども、空き家の対策がそこそこの成果を挙げております。で、

空き家というのはまさに全村に散らばってるわけでございまして、空き家を求める

方は決して高齢者ということではございません。一線を退いた方もおられれば、ま

だまだ子育て世代の方もおられますけども、そういった方々は、中心地じゃなく

て、少し離れた集落、もしかすれば景観も踏まえて、景観のいい地域で、またそこ

で新たに来られる方が、またそこで商売をしようという方々がそこそこおられるわ

けでございまして、私の申し上げたいのは、そういった山間地域、そんなに多くの

住宅が存在してないところを求める方もそこそこにおられるわけでございまして、

そういったところも注視しなければいけませんし、そういった面で言うならば、私

たちの村民にも空き家是非登録してくれというようなことでお願いしていますし、

それを求めてこられる方もいるわけでございます。そういったことで、一概に中心

地とは言いませんし、小林議員のご指摘の通り、高齢化が進んでいってしまって世

帯数も減少している地域も多くあるわけでございまして、そういった面でですね、

どっちも重要な施策でございますけれども、私の申し上げたいのは、そういった集

落でも、具体的に言うならば空き家対策という面では、それ相応の成果があるんじ

ゃないかと、そんなことで申し上げました。多分、ご質問とはすれ違ってしまいま

したけども、状況ということで申し上げました。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） どうしてここまで村づくり、村づくりとしつこく言いますかと

言いますと、先ほど来も話も出ていましたけども、平成の合併時、今、村長にも話

題に出していただきましたけども、西山地区というもので、私どもの近隣の地域は

みんな長野市に行かれました。たまたま小川村はそのまま小川村としての自治権を

持った行政体として残っております。私の交際範囲の中では、他の西山地区の皆さ

ん、最初の５年間、合併特例債云々で非常に手厚くもたらされていました。また、

当時は、おそらく行政マン、それこそ村長も含めた行政マンは、地方交付税が減っ

てくる、とても回っていかない、これは行政を預かっている人たちの財源の中で、

普通にそういうことを理解してる行政マンはみんなそう思ったんだろうな、とても

合併なんかしなきゃやっていけないんだろうなと思ったのが私は事実だと思いま

す。ただ、普通の村民はなかなかそこまでは理解できません。たまたま小川村の中

でちょうどワンクッション置いての、長野市のという感覚があったのか、また、住

民が独自に、その絶対小川村で、小川村としてできることでやっていきたいという

思いでなったのか、ちょっとどっちがどっちまで、どこまでとは私は判断できませ
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んけども、先ほどと同じあれでくどくなりますけども、せっかく自治体で残ってい

て、その近隣の人たちも、今、私の聞く範囲では、おめ達はそのまま、自立で残っ

てて良かったなぇという声ばかりで、他の意見が私のところには入ってきません。

だからこそ余計に、先ほどと同じ言い方になりますけども、ある意味、村を２分す

る話であっても、村長の長い村政運営の歴史として、今まだまだ、いろんな面で、

体力のあるうちに、将来の 30 年後、50 年後の向かったビジョンというのは、当

然、確かに行政の予算、決算は１年単位でありますけども、そうは言っても先を見

据えたお金の使い方、財政の使い方あっての考え、まさに今それは私は、染野村政

の中で考えてできていく場面、可能性はある世界だなと思ってますんで、しつこく

申し上げました。４月以降の話は４月以降の話としまして、とりあえず当面の任期

が迫っている中ですから、この問題はそれ以上は言いませんけども、小林からしつ

こくそういうことがあったということだけ頭に入れていただければと思います。 

同じ村政の３点目としまして、今、維持継続は今も話してる中で、るる、お話も

ありました。そういう中で、その民意の反映というものをどういうふうに捉えてい

るのかなというふうに思います。先ほども話に出ていましたが、村民と語る会の中

では、もっと行政と話をしたいしたいとかって、それは皆さん要望はしますけど、

じゃあどこまで皆さんが思ってるかってのは、私はなかなかこの話にはまだまだ全

然中身がついてきてないなと思います。１つは村民の語る会、確かに議会として大

きなイベントの１つではありますが、私は今回、何回目かと思いますけども、参加

人員が、15 人、16 人。毎回、やるたびにほとんど同じ人で、もっと言うと、また

批判が来るかもしれませんけども、ずっとこう小川村に今まで住んでいて、小川村

の歴史とか、全部知ってる中で、現状で跡取りがいない家庭を抱えてる人たちの参

加ってのはほとんどありません。いつも、同じような言葉の中で、それで、もう少

し、行政と一緒に話せる場があって欲しいとか、ないとかっていう意見が出ます。

じゃあ、どうやって語るかいという格好で、議会と語る会をやっても、いつでも固

定化した人数になる。おそらく行政でやってもそれに近い状況なんだろうなという

ふうに思います。そういう中で、私は、民意の反映というのは、村長、各年に１回

ずつとか、それから各地域で求められれば出ていくと思いますが、これは私は行政

として、各ある行政区の中には２人とか、さっき言いましたけど、そこじゃなく

て、そこは申し訳ないけど他の近隣のところと一緒になって、少なくとも最低でも

２年に１回ぐらいは、村から出張で出前講座みたいな格好で行って、その中で住民

の生の声で語り合う、そういうものにおいて民意の反映が出てくるんだろうなと思
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ってますが、民意の反映をするためには村長はどんなお考えを持ってますか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 村民の声を聞く機会ということでございます。かつては、隔年で行

政懇談会というようなことで、多くの地域に出向いてまいりました。コロナ禍にな

りまして、各地域で総会さえ開けないところに、行政が行くわけにもいけませんの

で、行政、コロナ禍の時にそのことをとりあえずストップした経過がございます。

コロナ禍が２年、３年経過して、少し５類になったというような時に、まだ完璧に

コロナがなくなったわけではございませんでしたけれども、区長組長会の折に、地

域の皆さんが、地区懇談会、行政懇談会のご要望があれば出向いていきますので、

どうぞ遠慮なく申し付けてくださいということで今日に至っております。そういう

やり方にして、もしかすれば３年、コロナがそこそこにあけて、４年ぐらいになる

んですかね、以降、毎年地区懇談会を開いてくれる地域もございますし、隔年ぐら

いで開いてくれる地域もございますし、昨年ですかね、今年度になって、コロナ禍

以来初めて地区懇談会を開催していただいた地域もございます。それぞれ相応に地

域の皆さんのご要望に応じて、私たちはいつでも出かけますので、またいつでも申

し付けてくださいということで、区長組長会の折に申し上げてきました。また、区

長組長会も新年度４月にありますし、これこそ私、任期がもうあと１カ月ですの

で、区長会の折りに、私はもう任期が切れていますので申し上げられませんけれど

も、そのことのやり方ですね、地域の皆さんの、村民の声、皆さんの声を聞く機会

としてどうするべきかというのは、また区長の皆さんともご相談しながらやってい

く必要があるのかなということで、次年度のことでございまして、ちょっと多くは

申し上げられませんけども、確かに課題はあるかなと、そんな認識でおります。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 行政と、これは各地区のつなぎ役として、ちょうど区長組長が

あり、区長組長会も行政として開いてるわけですが、これ適切な表現ではないんで

すが、中には役員によって積極的にどんどんやりたいなという役員の皆さん、地域

の皆さんもあります。また、もしかすれば、面倒くさいよな大変だよなということ

で、なかなか尻込みしてる部分も見えてる部分もあります。そういう面も含めまし

て、やはりどこ行ってどこ行かないとか、申し込みがあるとかないじゃなくて、住

民とのコミュニケーション、より、いろいろな行政の政策が見えるように、そうい

う場を設けていくことが１番今後においても、民意との距離がすごい、１番近くな

る部分が、今私は地区懇だと思っております。そうすると、この前の議員の語る会
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じゃないのですが、行政は建物ばっか作ってるという話が出てきます。それは先ほ

どの答弁の中に村長も言いましたけども、そこがどうしても大きいから目立つんで

すけども、それは色々な面で、行政とコミュニケーションとってればとんでもない

話だなと私は部分的に思っております。あんまり言っちゃうとまた批判が、投稿し

ますので、この辺に納めておきたいというふうに思っております。是非また今後、

次の機会があったら、その民意の反映というものにまた心を砕いていただければと

いうふうに思っております。 

次、ちょっと特異な出し方でしたが、建設経済課という意味も含めた中での建設

経済の施策についてということで質問を出しました。小川村教育委員会、それから

総務課、それから住民福祉課、建設経済課と４つの部門がありますが、その課のあ

り方、こういうもので設けて今後どうだなと。大きな所に行けば当然その上に、部

とかがありますけど、小川村の場合はそんな組織がないもので、課ということでと

どまってるんだというふうに思っております。で、たまたま私、課というのはどう

いう役目を占めるのかなという面でちょっとあるものを調べたら、要はトップの、

民間的な言い方で申し訳ないのですが、経営者人と、それから現場の声との両方の

セッションを繋ぎ合う中間的な地位が課のあり方だというふうには出ておりまし

た。村長としてはどのようにお考えでしょうか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 課のあり方という大変難しいご質問いただきました。職員数にもよ

るだろうし、業務にもよるだろうし、かつては、建設経済課が建設課と経済課、住

民福祉課が住民課と福祉課があった時代もありました。というようなことで、課も

今の通りではございません。また、職員数にもよるんでしょうけれども、それ相応

の単位、それ相応の職員の人数等々で今の課があるといった、そんな状況でござい

ます。課ごとにそれぞれの担当係、担当業務があるわけでございまして、それに支

障がないように、その各担当の業務が誤りなく、遅滞なく進められるような体制が

課の体制だというふうに思っております。現行の職員数、様々な分野を踏まえて 48

名が正職員でございますけれども、かつては 80 人いた、平成６年の 80 人がマック

スだったんですけども、すでに今はその 6 掛けで４割職員数が減ということになり

ました。そういった中で課が統合され、今日に至ってるという、そんな状況でござ

います。経過で申し上げましたけれども、結論で言うならば、様々な業務、さまざ

な事業が遅滞なくスムーズに進められるような行政体系の１つが課だという、そん

な認識でおります。 
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◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 近年は、私的に感じますと、今 4 つのセクションがあるわけで

すが、その横断化といいますか、見るに、どうしても縦割れ的になっちゃって、横

断化があんまり見えてこないわけです。昨今は、人数的に少ないのかどうかは知り

ません、まあまあ結構横断が見れるなと。例えば、建設経済課と総務課において

も、やってるセクション、専門の部門は違ってても、ほとんどの場合どっかに共通

する部分が出てくると思うんですよね。だから、そういう面の、非常に今はもうあ

んまり縦割り縦割りという行政じゃなくて、横断化も随分見えてくるよなという中

で、それは課長どうしは課長会議等云々で共用出来る部分もありますけども、そっ

から下の担当職員等々も、もう少し、実際あって私に見えてないだけかもしれませ

んけども、もう少し柔軟にこう横断化して、そっちはそっちの担当だからとかって

いう言い方だけじゃなくて、本来なら建設経済課の仕事なんだけども総務課が代わ

ってやるとかという、そういう柔軟性云々もあってもいいのかなと私は感じますけ

ど、その辺の認識はいかがですか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 本来、課ごとに、職員ごとに担当業務がきっちり決まっておりまし

て、その業務を、課を超えてということはちょっと考えにくいかと思います。た

だ、そうは言いながらも、ちっちゃい組織でございますので、横のつながりは大変

重要でございますし、当然必要なことでございます。ほんとに分かりやすい具体例

で申し上げるならば、災害対応、災害対策等につきましては全職員総出で対応せざ

るを得ないというようなことでございます。通常の業務においては、それぞれの担

当業務、担当職員、誰が担当というようなことで決まっているわけでございまし

て、通常でない緊急時等々においては、そんなこととてもじゃない、言ってられま

せんので、まあまあ、１つの分かりやすい例ということで申し上げました。必要に

応じて、状況に応じて、小規模自治体であるが故にそういったことも可能だという

ふうに考えております。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 実例でちょっと挙げられなくて恐縮なんですけども、例えば建

設経済課の業務であるけども、でもこれは１割なり２割なりはもしかすれば協力隊

部分も絡んでくれれば非常にいいな、村づくり推進室の関係のノウハウも絡んでく

れればいいなという意味で、課としては別の存続はしているんですけども、同じ庁

舎内でありますから、２日、３日出向して、施策に一緒になって協力し合うと、そ
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ういう体制をもう少しこう構築していった方が、もっとまたよりいい小川村になる

のかなと私は感じておりますが、なかなかその具体例が出せなくて申し訳ないんで

すけども、今後において、よりそういう柔軟性、当然、経営陣の皆さん、それから

担当の長である課長職の皆さん、教育長の皆さんは、自分たちでそういう意識を持

っていれば、それを余計に下の方に繋がり、横断も自由になろうかなというふうに

思っております。是非またそういう認識のもとで進んでいっていていければいいか

なというふうに思っております。それと、なんで建設経済というふうに出したかと

いうと、もう１つは、いろんな地区にはそれぞれの要望がございます。人間の要望

というのは限りがない。１つが終わり、また次の課題。これはしょうがない。それ

によって少しずつ良くなるんですが、色々聞けば、とかくこの全部、地区要望で出

してください。地区要望で出してください。じゃあ地区要望なければ、課として村

としてはやらないかという部分、先ほどの村づくりもそうですけども、単なる村民

に言われたから言われたからということじゃなくて、長い経験の歴史を、ノウハウ

を村としては持ってるわけですから、その地区にあるないじゃなくて、村としては

何年計画で、この辺の地域はこういうビジョンのもとで今進んでますよという形の

ものが、もっと明示があってもいいのかなと私は感じますが、その辺はいかがです

か。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 地区要望ということで言うならば、確かに建設経済課が９割ぐらい

いの地区要望が道路修繕等々になってまいります、他の総務課担当、住民福祉課担

当、教育委員会等々、それぞれの地区要望も当然あるわけでございますけれども、

１番多いのが建設経済課ということになります。そうした中で最も多いのが道路修

繕ということでございますけれども、これも地区要望があったからやっていると言

ったら語弊がありますけども、職員は職員なりきにパトロールしながら穴埋めをや

ってきたけども、そろそろ全線の舗装修繕が必要じゃないかっていう、そんなこと

も視野に入れながら地区要望に対応しているというような、そんな状況でございま

す。で、地区要望につきましても、職員が道路パトロールしたとしてもですね、例

えば農道ですとか、例えば少人数しか通らない道路もあるわけでございまして、さ

すがに村道農道も含めて、すべてがパトロールで掌握できるわけではありませんの

で、そういった状況等々については、地区要望、地域要望で答えているというのが

現状でございます。一言でちょっと少し余計な話になってしまいますけども、かつ

ては地域要望も地域内で、おい、これは、おい、まだいいわとか、おい、ここより
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こっちの方が大事だわということで、地域内でね、優先順位と言ったら語弊があり

ますけれども、地域の中でも、これはまだ早いわっていうような、そんな一段階を

置いて要望があったと私は思っておりますし、私もそういったつもりでおりました

けども、今はもう、なんかあったら出してくれや、まだねえかというような状態

で、どんどんどんどん、出ることがいけないと言ってるんじゃないんですけども、

そういった状況の中で、議会からも地区要望の達成率は何パーセントだとか言われ

ますけれども、これ私、職員にも言ってるんですけど、10 万円やそこらでできるの

も地区要望の１カ所、100 万円、200 万円かかるのも地区要望の１カ所であって、

箇所数で、パーセンテージで言われても、それが地域要望に十分応えてるとは私は

考えておりませんので、そういった意味合いで、また地域の皆さんの声、実情も当

然担当者が現場を見に行っておりますし、そうした対応の中で今日に至っていると

いうふうに思っております。繰り返しになりますけども、地区要望で穴埋め、穴埋

めもだけど、そろそろこれ全村でもうオーバーレイ、路線として修繕すべきじゃな

いかということを、担当の職員はそういったことも踏まえて検討している。そんな

状況でございます。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 過去に、今の染野村政じゃあなかったと思っていますが、過去

には行政でそれぞれの各地区担当みたいなものが作った組織があったと認識してお

りますけども、ああいう最近はその辺の話は、どこでどういう経過でなくなったの

か、ちょっとわかったらお示し願えますか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） そんなに昔じゃないんですけど、かつては地区担当がありました。

それはどういうことかというと、ある時にですね、村民の方から、村からの配布

物、配り物、組長だなんて言わなんで、職員が配ったっていいじゃないかという、

そんなご意見をいただきました。ちょっと正確ではないのですけども、農協の職員

なら、農協なりきに、農協のそういった会合やってるんだけど、村は配り物 1 つみ

んな組長に任せてるきりで、職員は全然関わってないじゃないかというご意見をい

ただきまして、職員ごとに担当地区を決めて、配り物をする中で、なんか困りごと

はないかいとか、地域の道路事情もわかりますし、そういった意味合いで地区担当

ということで決めてきた、運営してきた経過でございます。今、配布物については

ですね、組長さんとこへ持っていくだけで、本来の全村民に各家庭を回ってという

ことは申し訳ないけども実施してないということでございます。小林議員のかつて
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地区担当はあったけど、その経過ということで申し上げました。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） ちょっと残り時間も少ないんですが、その過去そういう経過が

あった中で、その辞めた理由ってのはどんなことだったんですか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） それをやったのも、確か数年続けただけだったんですけれども、毎

月毎月職員が全家庭を回るってのはとてもじゃないけども大変な作業、それから、

行っても留守な家庭があります。それで行っても、なんか地区要望、地域要望、行

政要望って、正直言ってそういったご意見も聞かない、というので、やる意味がな

いじゃないかということと、村民からも、おい、なんで来なくなったんだという意

見もございません。そういった意味も含めてですが、元々は配り物に行って、村民

の声を聞いたり、行政課題を聞いたりというのが目的でしたけれども、それも数年

続いただけであって、村民からも、そのことが無くなって、おい、無くなっちゃ困

るわなんていう声も聞きませんし、続けてくれという声も聞きませんし、そういっ

た経過ということで申し上げました。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 私は、あれが出来た時に、その地区担当云々は、先ほど、今村

長も言いましたけども、地域のいろんな課題、行政マンがいるときには同じ仲間同

士でこう話し合える機会もあると思うんですが、中には行政マンがいない地区もあ

ると。そういう面で、その地区の担当、課題等々が行政マンを通じてパイプ役にな

ればいいかなということでしたが、現実はなかなかそういうものが機能しなかった

ということではあります。そういう中で、よりいろんな面で、先ほどと同じ、重な

りますけども、民意の反映、是非その地区懇談会等々は、要請がなくても、実際行

けば必ずなんかどうかは、申し訳ないけど陳情合戦になる可能性も結構あるんです

が、それも踏まえた中で、ただ、どうしてもやるのが地区の要望になりますから、

土日とか時間外とかってなります。そういう中で、職員も連れていくなか大変かと

は思いますが、逆に言うと、それはもちろん職員の皆さん参加してもらえばいいん

ですが、行政三役でもできないことはないと思うので、細かいことはまた課題で検

討しますんで、また後日の答えとかで、そういう経費的なものを考えているとそう

いうのでも対応できるかなと思いますので、また今後の検討課題ということでお願

いをしたいと思います。それと、ちょっと２番目、これ話しても色々課題になりま

すので、助成金はまた後日の会議にもう１回きっちりやりたいと思います。３番目
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に、その先ほども課題の中に出ておりますけども、その村独自の対応、研鑽、いろ

んな面で、建設経済課、特に目に見える政策の中で、職員の研修、研鑽も行く中、

そのさっきの地区要望等々にもありますけども、それはあくまでも住民からのボー

ル投げであって、それを踏まえた中での、村で全村を考えた中のビジョンを示すぐ

らいの研鑽。それと、いろんな面で、各いろんな全国の中で、本当の小さな村でも

ある 1 人２人の熱意によって、地区全体が、行政区全体が動いていく事例というも

のも、成功事例の中で本になった事例もあります。そういう面の熱意の向上という

面も含めまして、先ほども言う通り、課としてその課長は部下の育成にも努めなく

ちゃいけないポジションでもあります。そういう面で、もう少しこの熱意と、研

鑽、村の１番わかってるとこでありますので、今後のビジョンというのも打ち出し

てもいいのかなと私は思っていますが、そういう点について、村長、いかがでお考

えですか。 

◯議長（西沢哲朗） 染野村長。 

◯村長（染野隆嗣） 課の中でのビジョンと言いますか、ちょっと質問の趣旨と違うかも

しれませんけども、まあまあなんて言うんですか。ビジョンって言うならば、先ほ

ど来申し上げてます。それから、課、組織という面で言うならば、確かに近隣市町

村も似たような財源、財政状況の中でありますけども、地域地域によって、それ相

応の思った以上の温度差が地域によって、村によって、町によってあることも事実

でございます。まあまあ、そうした中でございますけれども、小川村職員 48 名、

小さな組織でございますし、村民も 2,100 人というような、そんな状況の中でござ

います。これも先ほど来繰り返してしまいますけれども、村民の顔が見える、村民

目線で言うならば職員の顔が見える、そういった顔が見える村民性、地域性を生か

して、それぞれの担当課、担当業務等々を通じてですね、まさに顔が見えるという

ことは、これも繰り返しになってしまいますけども、業務が早くスピーディーに対

応できるということでありますので、ただ単に親しいという意味じゃございませ

ん。顔が見える、地域が見えるということは、どういう状況なのか、どなたが困っ

ているのかという、顔が見えるというのは、私はそういう意味で言ってるんですけ

ども、そういった村の特性を生かしながら、また村政運営、事業推進に努む、努め

ていくべきかなと、そんな考えでおります。 

◯議長（西沢哲朗） 小林和人議員。 

◯７番（小林和人議員） 私が言いたいのはね、例えば、行政マン、それから民間、民意

との反映。やはりいろんなところで身近なコミュニケーションを取ればとるほど近
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くなったり、双方においてどっちがどっちとか言わないアイデアが生まれると思う

んですよね。で、１つの例を挙げれば、私的に感じるのは、観光協会、非常に理事

とかやってる皆さんの非常に熱意によって、数年前と随分こう進歩的になってきた

よなと、なかなか大変な部分がある中、進歩的になってたよなと。それを、その熱

意で表現悪いんですが、行政マンも押されていい相乗効果になってるなと。そうい

う面で民意との連携が必要だと。ただし、そこには、民意はあくまでもそこの部分

に特化した部分とかで、全て全般は考えられませんので、行政の皆さんはある意味

そういうところの専門職で、いろんな研鑽等々も、講習会等々も行ってます。是非

そういうものをですね、行ってきたら、行ってきた内容をレポートで提出してもら

って、行政マンみんながそれを共有して、また、受講した職員はあえてそれをまた

レポートに繰り返すことによって本人の資質が上がっていくというふうに考えてい

ますので、また今後の参考にしていただければと思いましたので申し上げました。

時間が来ましたので、以上で私の質問は終了といたします。ありがとうございまし

た。 

◯議長（西沢哲朗） 以上をもって、７番小林和人議員の一般質問を終結いたします。 

 

 

休 会 ・ 散 会 

◯議長（西沢哲朗） 以上で、本定例会に通告された一般質問は、全て終了いたしまし

た。 

お諮りいたします。明日３日から９日までは、議案調査のため、会議規則第 10

条第２項の規定により、休会といたしたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、明日３日から９日までは、議案調査のため、休会

とすることに決定いたしました。なお、10 日の本会議は、議案審議質疑で、午前

10 時から行います。本日はこれにて散会といたします。ただ今の時間は午後４時

45 分であります。 

（休会・散会 令和８年３月２日 午後４時45分） 
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以上会議の経過を記載し、その相違ないことを証するためここに記載する。 
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